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は じめ に

近年,国 際社会において,環 境保護を目的とした市民参加に関する議論

が活発化 しており,わ が国でも環境保護のための市民参加を促進 し,そ の

質を改善 しようとする動きが活発になっている。

このような市民参加は,環 境権(1)の一側 面として主張されているもので

ある。環境権について,わ が国では当初は主に私権としての権利が提唱さ
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れていたが,現 在では憲法上の権利としても主張されており,そ のような

中で,憲 法上の環境権についてはいわゆる憲法13条 に基づ く防御権として

の 側 面 と25条 に基 づ く社 会 権 と して の側 面 が 強 調 さ れ て き た(2)。そ して さ

らに近年では,環 境権の手続的側面を重視 し,環 境権に基づ く立法 ・行政

(1)環 境権 につ いて は様 々な定義 や理解 が存在 する。 例えば,北 村 喜宣 は 「環境

権」 とは 「安全 ・快適 ・良好 な環境 の保全 と創造 に関する行 政決定に関与 し,

かつ,そ う した環境 の便益 を享受す る ことができ る権利」 であ ると定義す る。

北村喜宣 『自治体環境行政法 ・第5版 」(第 一法規,2009年)99頁 。 また 畠山武

道 は環境基 本法3条 の文言 に依拠 し,「現 在及 び将来 の世代 の人間 が健全 で恵

み豊かな環境の恵沢 を享受す る権利」 である と定義 す る。 畠山武道 「環境権,

環境 と情報 ・参加」法学教室269号(2003年)15頁 。 この環境権 は1970年 代 に入

り世界的 に一斉 に登場 した権利概念 である。例 えば1972年 の人 間環境宣言では

「尊厳 と福祉を保つ に足 る環境で,自 由,平 等及び十分な生活水準を享受す る基

本的権利」が謳われ,ま た,1970年 代初頭 にはアメ リカ合衆 国のい くつかの州

や,フ ラ ンス,オ ラ ンダ,ス ペ イ ン,ポ ル トガル とい った ヨー ロッパ諸国が憲

法 に明文で それを定 めていた。大塚直 「環境 法 ・第2版 」(以 下,大 塚 『環 境

法」 と引用)(有 斐閣,2006年)54頁,畠 山15頁 等参照。 なお,わ が国 にお いて

も環境権確立の主張 が1970年 代 に始 ま り,近 年 では憲法 改正 との関係で環境権

を憲法 に規定すべ きか どうかが議論 された り,全 国で制 定 されてい る環境基本

条例 に関 して も,東 京都,大 阪府,川 崎市 な どがその前 文または本文 にお いて

環境権の規定 を置 いている。環境権 に関する議論 の経緯 について,詳 し くは,

淡路剛久 「環境権 と環境政策」植 田和弘 ・森 田恒幸編 『岩 波講座環境経済 ・政

策学第3巻 一環境政策の基礎」(岩 波書店,2003年)42頁 以下等参照。

(2)憲 法13条 及び25条 に基づ く環境権 に関す る議論 については,大 塚 「環境権(1)」

(以下,大 塚 「環境権」 と引用)法 学教室293号(2005年),松 浦寛 「環境権の根

拠 としての 日本国憲法25条 の再検討」阪大法学141・142号(1987年),同 「環境

権の根拠 と して の 日本国憲法13条 の再検討」榎 原猛 先生 古稀 記念論集 『現代国

家の制度 と人権」(法律文化社,1997年),冨 永猛 「『環境権」考一 自由権的環境

権論・序説1-4」 八幡大学論集32巻2号,4号(1981年),33巻3号(1982年),

35巻2号(1984年),中 山充 「環境権 環境 の共 同利用権(1)一(4)」香川法学10巻

2号,3・4号(1990年),11巻2号(1991年),13巻1号(1993年)等 多 くの

研究が存在す る。 ただ し,憲 法25条 にのみ自由権 と社会権 の双方 の役割を認め

る見解 もあれ ば,憲 法13条 と25条 に自由権 と社会権 の双方 の役割を認め る見解

もあ る。松本和彦 「憲法学か ら見た環境権」環境法研究31号(2006年)21頁 。
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過程への参加権を認めるべきであるとする主張 もある(3>。環境権の手続的

側面としては,「環境アセスメント手続や関係者の同意を求める手続,そ の

前提 としての環境情報の公開 と参加手続が最 も重要」(4)であるとされ,さ

らにそれは 「環境問題を民主的な政策形成のプロセスに委ねると同時に,

そのプロセスへの手続参加を環境問題に利害を有するできるだけ多 くの人

に開 放 」(5)する もの で あ る と考 え られ て い る(6>。

国際的に見ても,環 境権の参加権としての側面は明確にされている。い

わゆる環境参加権を明示 した初めての例として重要であるのが,1998年6

月25日 にEU加 盟 国,ア メ リカ 合衆 国,カ ナ ダ,ト ル コ,ロ シ アな ど55ケ

(3)例 え ば北村喜宣 は,環 境権 には政策 や計画 の中で 目標 として確定 された良好

な環境 を享受す るという実体 的側面 と,そ のよ うな 目標 や結 果を得 るため に関

係す る行政決定 に参加す るとい う手続 的側 面があ り,特 に重 要 と思われ るのは

手続的保障であ るとす る。北村 ・前掲注(1)124-125頁 。 また 中山充 は,環 境権を

生活利益秩序の維持及 び内容 の形成 に関する市民 の参加 を内容 とす る権利であ

ると位置づ ける。 中山充 「環境権論 の意義 と今 後の課題」大 塚直=北 村喜宣編

『環境法学 の挑戦』(日 本評論社,2002年)50頁 。 さ らに畠山武道は,民 主的 ・

機能的基本権の考え方 に依拠 し,環 境意思 決定 に対 す る市民 参加の必要性を主

張 して いる。 畠山 ・前掲注(1)17頁。 そ して大塚直 は この畠山説について 「参加

権 と しての環境権 を基礎づ ける上 では有効 である」 と述 べ る。 大塚 「環境権」

法学教室293号(2005年)93頁 。 また大塚直は,こ の ような参加権 と しての側面

を表現の 自由の具体化であ ると考え る。大塚 『環境法」55頁 。

(4)淡 路剛久 「自然保護 と環境権一環境権 への手続 的アプ ローチー」環境 と公害

25巻2号(1995年)12頁 。

(5)松 本 ・前掲注(2)29頁。

(6)し か しなが ら松本和彦 は,「憲 法上 の権利 の保護法益 が個 人的法益 であ る限

り,手 続的参加 の権利 も,結 局 の ところ,自 らの権 利利益 を擁護す るための手

続参加 だという前提か ら離 れるこ とはできない。 …… とすれば,環 境 とい う公

共財を守 るための手続参加 の権利 に関 して も,憲 法解釈 の枠 内での議論 にとど

まるとす る以上,自 らの権利利益 の擁護 の範 囲内で しか手続 参加で きない とい

うということになろう。 このよ うな束縛 が環境保全 の理 念 と齪齪を きた さない

のか,慎 重 に検討 されな ければな らない」 と主張す る。松本 ・前掲注(2)29頁。
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国(当 時)を 構 成 国 とす る国連 欧州 経 済 委 員 会(UnitedNationsEconomic

CommissionforEurope,UNECE)に よ って 策定 され た 「環 境 に 関す る,情

報 へ の ア クセ ス,意 思 決 定 に お け る市 民 参 加,司 法 へ の ア クセ ス に関 す る

条 約 」(以 下,オ ー フス条 約)(7)で あ る。 オ ー フ ス条 約 は1992年6月 の 地 球

サ ミ ッ トで 採 択 され た 「環 境 と開 発 に関 す る リオ 宣 言 」 の 第10原 則 を 受 け

て 策 定 され た もの で あ り,採 択 か ら約3年 半 後 の2001年10月30日 に発 効 し

た。 この 条 約 は前 文 で 人 権 と して の 環 境 権 を 主 張 し,「何 人 も,健 康 と福 祉

に と って 十 分 な 環 境 に お いて 生 き る権 利 を 有 し,現 世 代 及 び将 来 世 代 の 利

益 の た め に環 境 を 保 護 し,改 善 す る義 務 を 負 う」 こ とを 明 言 す る と共 に,

1条 に お いて,① 環 境 に関 す る情 報 へ の ア クセ ス権,② 環 境 政 策 決 定 へ の

市 民 の 参 加 権,③ 環 境 問 題 に関 す る司 法 へ の ア クセ ス権 と い う3つ の 権 利

を 全 て の 人 に保 障 す る こ とを 目的 とす る 旨を 定 めて い る。 これ は 同条 約 の

3本 柱 と して 言 及 され る もの で あ り,3条1項 は,締 結 国 に対 して,原 則

(7)UN/ECEConventiononAccesstoInformation,PublicParticipa-

tioninDecisionMakingandAccesstoJustice,Aahus,1998.オ ー フス

条 約 につ いて は先 行 研 究 が多 数 存 在 す る た め,本 稿 で は 概 略 的 な 紹 介 に と どめ

た い 。 なお,先 行 研 究 と して は以 下 の もの が挙 げ られ る。 高 村 ゆ か り 「環 境 情

報 へ の ア ク セ ス,環 境 に関 す る政 策 決 定 へ の市 民 参 加,及 び,司 法 へ の ア クセ

ス に関 す る条 約 」環 境 研 究135号(2004年)79頁 以 下,同 「情 報 公 開 と市 民 参 加

に よ る欧 州 の環 境 保 護 環 境 に 関す る,情 報 へ の ア クセ ス,政 策 決 定 へ の 市 民

参 加,及 び,司 法 へ の ア ク セ ス に 関 す る条 約(オ ー フス条 約)と そ の 発 展 一 」

(以 下,高 村 「情 報 公 開」 と 引用)静 岡大 学 法 政 研 究8巻1号(2003年)178頁

以 下,同 「オ ー フ ス条 約 に み る 欧州 の情 報 公 開 と市 民 参 加」 環 境 情 報 科 学32巻

2号(2003年)30頁 以 下,大 久 保 規 子 「オ ー フ ス条 約 とEU環 境 法 一 ドイ ツ2005

年 法 案 を 中心 と して一 」 環 境 と公害35巻3号(2006年)31頁 以 下,同 「環 境 法

の 新 潮 流(29)オ ー フ ス条 約 か らみ た 日本 法 の 課 題 」 環 境 管 理42巻7号(2006

年)675頁 以 下,後 藤 隆 「環 境 に関 す る,情 報 へ の ア クセ ス,政 策 決 定 へ の 市 民

参 加,及 び,司 法 へ の ア ク セ ス の確 保 の必 要 性 とそ れ らを前 提 と した 合 意 形 成

手 法 の 日本 へ の 導 入 の可 能 性 に つ い て オ ー フ ス 条 約 の市 民 参 加 規 定 を 中 心

に」 と う き ょ うの 自治53号(2004年)5頁 以 下 等 。
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としてこの3本 柱を遂行す るために必要な手段を採 ることを要求 してい

る。

このオーフス条約は,わ が国でも 「環境保護と人権を関連づけ,市 民と

公権力の民主的な相互作用を通 して環境保護を促進 しようとする新 しい特

徴を有する環境条約である」(8)と評価 されているように,人 権 としての環

境権の参加権という一一面を重視 し,環 境保護を目的とした市民参加を促進

しようとするものであると言える。なお,2009年11月2日 現在,同 条約の

締結国は44ケ 国に及んでいることから(9),同条約の掲げる環境保護のため

の市民参加が国際社会でも重要視されていることは明らかである。

オーフス条約の3本 柱の内,第1の 柱である環境に関する情報へのアク

セスについては,従 前か ら 「環境と開発に関するリオ宣言」の第10原 則が

「環境問題は,そ れぞれの場において,関 心のあるあらゆる市民が参加する

ことにより,最 も適切に扱われる。国内レベルにおいては,各 個人が公的

機関の保有する環境に関する情報ヘアクセスできるべきであり,… …加盟

国は情報を広 く利用可能とすることによって市民の参加を促進するべきで

ある」と示 していた。このことか らも環境1青報へのアクセス,特 に公的機

関の保有する環境1青報へのアクセスが,市 民参加の基礎となるという点で

極めて重要であると考え られる。さらに,環 境1青報を単に市民に公開する

だけではな く,い わゆる環境 リスクコミュニケーションも環境参加権の実

現には必要不可欠である⑩。つまり,環 境情報を市民に公開し,そ れに対

する市民の応答を環境行政過程に導入することによって初めて環境保護の

(8)高 村 「情 報 公 開 」 静 岡 大 学 法 政 研 究8巻1号(2003年)139頁 。

(9)http://www.unece.org/env/PP/

ω 黒 川 哲 志 は,い わ ゆ る 「リス ク コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン」,つ ま り単 な る 「情 報 提

供 」 に と ど ま らず,十 分 に提 供 さ れ た情 報 の理 解 に 基 づ い て 住 民 に よ って な さ

れ る行 政,企 業,あ る い は 製 品 ・サ ー ビ ス に 対 す る応 答 と い う コ ミュニ ケ ー

シ ョ ンの 要 素 を重 視 して い る。 黒 川 哲 志 『環 境 行 政 の 法 理 と手 法 」(成 文 堂,/
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ための市民参加が実現されると考え られる。

それでは,こ こで言 う環境情報 とは具体的にはどのようなものだろう

か。環境情報には種々の類型が存在す るが⑪,重 要であると考えられるの

は公的機関の保有する情報であり,そ の中でも特に重要なのが,① 事業者

や規制当局によるモニタリングなどによって得 られた有害物質の排出に関

する情報や大気,水,生 物多様性など環境状態や汚染状況といった行政に

よる規制の前提になる,あ るいは規制の結果としてあらわれるような情報

と,② 環境管理のために行われる許可のような行政処分や行政指導といっ

た環境行政過程の情報である。これ らの情報を両面か ら市民に積極的に公

開することが,環 境参加権の実現には必要だと考え られる⑫。

オーフス条約を締結 していないわが国においても,環 境基本法27条 が,

国の責務 として,「個人及び法人の権利利益の保護に配慮 しつつ環境の状

況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努める

ものとする」と規定 しており,環 境保護の実現のためには環境1青報の公開

が重要であることを指摘 している。とは言え,こ の規定においては 「情報

提供の目的は環境教育を促進するため,事 業者,国 民,NGOが 自発的に行

う環境の保全 に関す る活動が促進されるようにするためのものと限定 さ

れ」(③ており,さ らにこれは 「国の有する情報のうち国が適切であると判断

するものをその裁量により相手方に提供することができる旨の規定」ωで

あると指摘されているように,環 境保護を目的とした環境1青報の公開とい

＼2004年)66頁 。

(ll)北 村 ・前掲注(1)190-191頁 。

(12)こ れ以外 にも,「環境情報」には,企 業が所有す る環境管理 に関す るいわゆ る

環境企業情報や,環 境 アセスメ ン トの中で作成 されるよ うな環境 予測情報な ど

が存在 す る。北村 ・前掲注(1)190-191頁 。 これ らの類 型の情報 の公開 について

は後の研究課題 とす る。

(13)織 朱実 「環境情報公開 と法」環境技術34巻6号(2005年)424頁 。

aD大 塚 『環境法』76頁 。
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う手段を完全に実現 したものとは言えないであろう。 しか しながら,わ が

国でも,1999年 に国 レベルにおいて 「行政機関の保有する情報の公開に関

する法律」(以 下,情 報公開法)が 制定 されたり,地 方 レベルで も情報公

開条例が制定されている他,個 別法が環境情報の義務的な公表を定めてい

たり⑮,近 年の国際的動向を受けて,事 業所からの化学物質排出量の把握

と開示の制度(以 下,PRTR制 度)が 導入されるなど,市 民に対する環境

情報公開制度が構築されつつある。

このように,市 民に対する環境情報の公開が国際的に重要視されている

中,イ ギ リスは2005年2月24日 にオーフス条約を批准 した。イギ リスで

も,近 年,政 策決定過程への市民参加権や情報へのアクセス権といった公

法上の権利 としての環境権の重要性が主張されており(⑥,同条約の批准を

受け,現 在では環境保護のための市民参加制度の更なる整備が進められ,

その中で市民に対する環境情報公開制度が整え られてきている。

イギ リスは,他 の国々に先駆 けて17世 紀後半か ら産業革命を原因とす

る大気汚染や水質汚濁などの環境被害が深刻化する中,世 界で最初の環境

汚染規制を行う行政機関である 「アルカリ検査団(AlkaliInspectorate)」

が1863年 に設立される(1のなど,行 政による汚染規制をいち早 く行おうとし

た国の1つ である。また,イ ギ リスは市民や環境保護団体による環境保護

が活発な国でもある。例えば近年では,環 境のようないわゆる公益を保護

⑮ 例 え ば,大 気 汚 染 防 止 法24条,ダ イ オ キ シ ン類 対 策 特 別 措 置 法27条3項 な どが

あ る。 な お,わ が 国 にお け る環 境 情 報 公 開 制 度 につ いて は後 述 す る。

㈲StuartBell&DonaldMcGillivray,EnvironmentalLaw,7thed.,

(OxfordUniversityPress,2008)p.14.イ ギ リス にお け る環 境 権 概 念 につ

いて の 議 論 は後 の 研 究 課 題 とす る。

⑰MauriceFrankel,"Howsecrecyprotectsthepolluter"inDesWil-

son,TheSecretsFile-TheCaseforFreedomofInformationinBrit-

ainToday-,(HeinemannEducationalBooksLtd.,1984),p.28.
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するための公益訴訟が非常に多 く提起 されている⑱。具体的に言 うと,環

境保護団体であるグ リーンピースが,希 少な海洋生物の保護を目的とし

て,大 臣の作成 した計画の違法性を訴訟で争ったり,地 域住民が結成 した

団体が地域環境を保護するために,公 的機関が行った廃棄物処理の許可に

対 して訴訟を提起 したりしており,そ の中で裁判所は環境を保護 しようと

する者の原告適格を柔軟に認めることによって,積 極的に行政の適法性確

保機能を果たそうとしている。つまりイギ リスでは,市 民や環境保護団体

の行う司法審査請求による環境行政の適法性の確保,す なわち公益訴訟を

通 じた環境保護が活発に行われているのである。

このように環境汚染や環境保護について長い歴史を有 し,2005年 にオー

フス条約を批准 したイギ リスには,現 在,環 境保護を目的とした市民参加

の一手段としてどのような環境情報公開制度が規定されており,ど のよう

な特徴を有 しているのであろうか。本稿は,イ ギ リスにおける公的機関の

保有する環境情報の公開制度について,そ の歴史的展開や現行制度の詳

細,そ れ らの制度の意義などを検討 し,わ が国の制度に対する示唆を与え

ようとしたものである。なお,イ ギ リスにおける環境1青報公開制度は,公

的機関か ら市民に対 して行われるいわゆる能動的な 「情報提供」と,市 民

による請求を受けて公的機関が行う 「情報開示」の2つ の制度か ら成 り

立っている。その中でも,本 稿では,前 者の中心的制度である 「公的登録

簿(publicregisters)制 度」についての検討を行う⑲。

第1章 ではイギ リスにおける環境1青報提供制度を検討する前提として,

産業革命の時代か ら20世紀中頃まで続いた環境情報の秘密性重視の時代に

as)公 益訴訟 の歴史,判 例,根 拠 な どにつ いて詳 しくは,拙 稿 「イギ リスにお け

る公益訴訟」法 と政治58巻2号(2007年)345頁 以下参照。

⑲ なお,市 民か らの請求 を受 けて公 的機 関が保 有する情報 を開示す る 「情報開

示」 について は後の研究課題 とす る。
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ついて,そ の実例や秘密性の根拠,そ れに対する改革の動向などを検討す

る。その後第2章 において,環 境情報の秘密性を打破する契機とな り,公

的機関よる能動的な環境情報提供制度として登場 した公的登録簿制度を

様々な環境汚染領域に沿って分析,検 討 した上,第3章 でわが国の環境情

報提供制度との比較を行う。

第1章 環境情報の秘密性重視の時代

イギ リス⑳は元来,公 的機関の保有する情報については秘密主義の伝統

が強 く,そ れらを広 く一般市民に公開することに消極的であった⑳。これ

は環境情報に関 しても同様であり,20世 紀中頃までは,公 的機関の保有す

る環境情報については秘密性が重視されていた。また,こ のような時代に

おいては,公 的機関の保有する環境情報とともに,企 業などの汚染者が保

有す る環境情報について も原則的に公開されることはなかった。それで

は,な ぜイギ リスではこのように環境情報の秘密性が重視されていたの

か。本章では現在のイギ リスにおける環境情報提供制度を検討する前提と

して,20世 紀中頃までの秘密性の実態や,そ の秘密性の根拠,そ れに対す

る批判などを考察する。

第1節 秘密主義の実態

(1)秘 密主義の起源一アルカリ検査団の政策

産業革命後の1850年 代以降,イ ギリスでは1863年 アルカリ法enを はじめ

とする多 くの環境汚染規制に関する法律が制定され,そ れに伴い,規 制当

①

D

2

⑦

⑦

②

本 稿 で の イギ リス と は,イ ン グ ラ ン ドと ウ ェー ル ズ の こ とを 指 す 。

宇 賀 克 也 『情 報 公 開 法 ・情 報 公 開 条 例 」(有 斐 閣,2001年)107頁 。

AlkaliAct1863
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局も様々な環境情報を入手 し始めることとなる。 しか しなが ら,先 述 した

ように,そ れ らの情報については20世紀中頃までは秘密性が重視され,市

民に対 して積極的に公開されることはなかった。このような環境情報の秘

密主義の起源は,ア ルカリ検査官による報告書にあると考え られている。

イギリスでは,世 界で最初の環境汚染規制を行う行政機関であるとされ

る 「アルカリ検査団」が1863年 に設立 され㈱,こ の機関は1863年 アルカリ

法の下,当 時急速に拡大 していたアルカリ事業による大気汚染を規制する

権限を有 していたen。1864年,当 時のアルカ リ検査官は,大 気汚染 に対す

る規制の結果として入手 した環境情報の公開について,報 告書において以

下のように述べている。「あ らゆる活動に関する全ての情報は,そ の公開

が制定法によって要求されていない限 り,あ るいは所有者によって認めら

れていない限 りは,非 公開であると考え られなければならない」㈱と。つ

まりアルカリ検査団は,制 定法が公開を要求 している場合や,情 報の元来

の所有者である事業者が公開を認めている場合を除いては,規 制活動の中

で入手 したアルカ リ事業に関する情報の秘密性を重視するという政策を

採っていたのである⑳。

⑳MauriceFrankel,op.cit.,p.28.

⑳1863年 アル カ リ法 は化 学 工 場 な ど か ら生 じる 公害 を 予 防 す る た め の 法 律 で あ

り,こ の 法 律 に基 づ いて 政 府 に よ って任 命 さ れ た ア ル カ リ検 査 団 は,大 気 汚 染

規 制 の た め に対 象 工 場 を監 視 す る役 割 を担 って い た。1863年 ア ル カ リ法 の 詳 細

及 び アル カ リ検 査 団 の任 務 な どに つ い て,詳 し くは,工 藤 雄 一 「公 害 法(1863

年 ア ル カ リ工 場 規 制 法)の 成 立 イ ギ リス公 害 史研 究 の一 階 梯 」 社 会 経 済 史

学40巻6号(1975年)576頁 以 下,田 村 浩一・「イ ギ リス にお け る公 害 の 公 法 的 規

制 一 大 気 汚 染 防 止 法 を 中心 と して一 」 比 較 法 研 究31号(1970年)15頁 以 下 等 参

照 。

⑳MauriceFrankel,op.cit.,p.28.

⑳ ア ル カ リ検 査 団の 報 告 書 の他 に,環 境 情 報 が 積極 的 に 公 開 され な か った 理 由

の1つ と して,1911年 国 家 秘 密 保 護 法(OfficialSecretsAct1911)が 環 境 情

報 の 非 公 開 を規 定 して い た こ とが挙 げ られ る。1911年 法 に は,同 法 が 許 可 して/
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アルカリ検査団は,秘 密主義の理由として,環 境情報の公開が市民の不

安 を 生 じさせ る お それ が あ る と い う点 を 挙 げて い る。 また,当 時 は アル カ

リ産業界が大気に排出される汚染物質の危険性やそれによって引き起こさ

れる結果を市民が周知 しないよう,自 身の保有する情報やデータを可能な

限 り非公開にしていたこと,さ らに規制当局であるアルカリ検査団と汚染

者である産業界との癒着関係が深まっていたことなどにより,ア ルカリ事

業に関する情報が積極的に市民に公開されることはなかったのである⑳。

本格的な公害規制が第2次 世界大戦後まで行われてこなかったわが国の

状況と比較すると,19世 紀中頃か ら化学工場の監視を行い,環 境情報の収

集を行っていたアルカリ検査団の存在は,た とえ保有する情報の公開が積

＼ いな い限 り,中 央 政 府 の保 有 す る情 報 を公 開 す る こ とが 処 罰 の 対 象 とな る 旨が

定 め られ て お り,同 法 に よ っ て非 公 開 とさ れ た情 報 の 中 に は い わ ゆ る環 境 情 報

も含 まれ て いた 。 つ ま り,ア ル カ リ検 査 団 の政 策 に加 え て,中 央 政 府 の 保 有 す

る環 境 情 報 の 公 開 に つ い て は 法 的 に も認 あ られ て い な か っ た の で あ る。 な お

1911年 国 家 秘 密 保 護 法 は,1972年 の フ ラ ンク ス委 員会 の報 告 書 や1978年 の 政 府

白書 に よ る勧 告 を受 け,1989年 に改 正 さ れ た。 新 た に 改 正 され た1989年 国 家 秘

密 保 護 法(OfficialSecretsAct1989)は 公 開 が認 め られ な い情 報 の 範 囲 を

1911年 法 に比 べ て 限 定 して お り,そ こ に は環 境 情 報 は含 ま れ て い な い 。 そ の た

あ,現 在 で は国 家 秘 密 保 護 法 を根 拠 に した環 境 情 報 の非 公 開 は 認 め られ て い な

い。1911年 国 家 秘 密 保 護 法 と そ の改 正 に つ い て,詳 し くは,安 藤 高 行 『情 報 公

開 ・地 方 オ ン ブズ マ ンの 研 究 』(法 律 文 化 社,1994年)21頁 以 下,同 「イギ リス

に お け る国 家 秘 密 保 護 法 の改 正 一 イ ギ リス情 報 公 開 制度 の一・繭 一 」 佐 賀 大 学 経

済 論 集22巻2号(1989年)103頁 以 下,同 「イ ギ リス新 国 家 保 護 法 につ いて 一 つ

の コ メ ン ト」佐 賀 大 学 経 済 論 集25巻1号(1992年)139頁 以 下,田 島泰 彦 「イ ギ

リスの 国 家 秘 密 保 護 立 法 」 法 律 時報57巻12号(1985年)46頁 以 下,同 「秘 密 保

護 立 法 と情 報 統 制 」法 と民 主 主 義205号(1986年)13頁 以 下,同 「イ ギ リス にお

け る報 道 ・表 現 規 制 の 動 向 と秘 密 法(OSA)改 正 問題 」 新 聞 研 究450号(1989

年)42頁 以 下 等 参 照 。

⑳SimonBall&StuartBell,EnvironmentalLaw:thelawandpolicy

relatingtotheprotectionoftheenvironment,(BlackstonePress,

1991),p.106.
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極的に行われていなかったとしても非常に先進的なものであるとも考え ら

れよう。 しか しなが ら,こ のアルカリ検査団によって採 られた秘密主義政

策こそが,イ ギ リスにおける全ての環境1青報の秘密性の起源となっている

として,環 境1青報の積極的公開を主張する多 くの学者によって批判されて

いる。

1864年 報告書が出された当時,ア ルカリ検査団による秘密主義政策は何

ら法的根拠を有 していなかったが,こ れ以降,環 境情報の秘密主義政策は

多 くの環境汚染領域において様々な環境関連法規によって法的根拠を与え

られなが ら20世紀中頃まで引き継がれることとなる。1864年 以降,多 くの

環境関連法規が環境への汚染物質排出に関する情報の公開を禁 じるよう定

め,た とえ環境情報の非公開に関する規定が置かれていなかった として

も,他 の制定法が一般 市民に対 して情報を公開するよう特別に要求 してい

ない限 り,市 民への情報公開を禁 じていたのである㈱。

それでは,こ のような環境情報の秘密性が重視されていた時代におい

て,環 境関連法規はこの秘密主義に対 してどのような法的根拠を与えてい

たのであろうか。ここか らは,当 時のイギ リスにおいて特に深刻化 してい

た大気汚染と水質汚濁に関する環境情報の取 り扱いについて概括する。

(2)環 境情報の秘密性一大気汚染

(a)秘 密主義の法的根拠一1974年 労働衛生安全法

先述 したように,大 気汚染に関 しては,ア ルカリ検査団が1864年 報告書

を契機に原則として環境1青報の公開を認めないとする秘密主義を採ってい

たが,こ れは検査団による単なる政策に過ぎず,当 初は法的根拠が存在 し

なかった。 しか しなが ら報告書以降,ア ルカリ検査団の保有する環境1青報

は秘密性が保持され続 け,そ こから100年以上経て制定された1974年 労働

es)Ibid.
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衛生安全法㈲がその政策に法的根拠を与えることとなる。

1974年 法28条 は,事 業者か ら規制当局に対 して提供された情報に関 し

て,そ れを提供 した者の同意がない限りは公開されない旨を規定 し(30),ま

たそれと同時に,規 制当局が職務上入手 した記録や測定結果に関する情報

についても公開を禁止 したのである⑳。つまり,本 規定によって,大 気汚

染の規制当局であるアルカリ検査団が環境情報を市民に対 して非公開とす

ることが法的にも認められることとなった。

(b)地 方公共団体の情報公開裁量権一1956年 空気清浄法と1974年 汚染規

制法

イギ リスでは1974年 労働衛生安全法の制定によりアルカリ検査団が保有

する大気汚染関連情報の非公開に法的根拠が与えられたが,そ の一方で,

地方公共団体が保有する情報については積極的な公開を認めようとする制

定法が存在 していた。1956年 空気清浄法(3⇒は,地 方公共団体に対 して,大

気汚染に関する情報を対象施設か ら収集 し,汚 染者や環境団体との協議を

行った上でそれを市民に公開する裁量権を与えていたのである。さらに,

1974年 汚染規制法㈱も1956年 法と同様の裁量権を地方公共団体に付与 して

いた。

しか しなが ら,こ れ らの規定が存在 していたにもかかわらず,地 方公共

団体による大気汚染関連情報の公開が劇的に増加するという結果にはつ

なが らなか った。環境衛生監視官協会(lnstitutionofEnvironmental

HealthOfficers)の1982年 の調査によると,1年 間にそのような権限を行

⑳HealthandSafetyatWorketc.Act1974

(3①Ibid.,s.28(2).

(3DIbid.,s.28(7).

働CleanAirAct1956

㈱ControlofPollutionAct1974
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使 した地方公共団体は全国で5に とどまっており,そ の上,そ れ らの地方

公共団体が情報を収集 した対象施設は合計で8施 設のみであった剛。さら

に,環 境保護団体であるFriendsoftheEarthの 調査によると,同 年に権

限を行使 した5地 方公共団体の内,4団 体が当年になって初めて権限を行

使 している絢。つまり,地 方公共団体による大気汚染関連情報の公開につ

いては地域差が明確にあらわれており,情 報を積極的に入手 したいと考え

る市民の目か ら見ると明 らかな失敗であったと批判されている鮒。

1956年 法及び1974年 汚染規制法が地方公共団体に与えた権限が行使され

なかった理由として以下の2点 が挙げられる(3D。第1に,こ れらの法律の

下で地方公共団体に与え られた権限は義務的なものではな く,裁 量的なも

のに過ぎなかったということである。その結果として情報公開が行われる

か否かは地方公共団体の判断に依拠することとなっていた。第2に,こ れ

らの法律には,地 方公共団体がこの権限を行使する前提として,地 方公共

団体は汚染者及び地域の環境団体との三者間での委員会を形成 し,定 期的

に協議を行わなければな らない旨が規定されていた。これは時間的にも費

用的にも地方公共団体に負担をかけることとなるため,地 方公共団体が積

極的に公開を行おうとしない理由となっている㈱。これらの理 由か ら,地

方公共団体に対 して環境情報の収集と市民への公開という裁量権を与えた

1956年 法及び1974年 汚染規制法の規定は,大 気汚染関連情報の積極的公開

に結びつかなかったのである。

全国 レベルではアルカリ検査団の政策と1974年 労働衛生安全法の規定に

より,ま た地方 レベルでも1956年 法や1974年 汚染規制法の規定が存在 した

㈲MauriceFrankel,op.cit.,p.29.

(3DIbid.

㈹Ibid.

(3DIbid.

(38)SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.108.
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にもかかわ らず積極的に行われることがなかった20世紀中頃の大気汚染関

連情報の公開について,王 立環境汚染委員会(RoyalCommissiononEn-

vironmentalPollution,以 下RCEP脚 は1976年 の「大気汚染のコン トロー

ル:総 合的アプローチ」と題 した第5報 告書において以下のような勧告を

行っている。「たとえ法律によって根拠づけられていたとしても,情 報公

開に関する検査団の政策は見当違いのものである。……生データを開示す

ることが市民の不安を引き起こすかもしれないという検査団の考えは過度

に誇張されたものであ り,… …市民は自分 自身が吸い込んでいる大気の

状態や,汚 染 の量について知 る権利を有す るべ きである」㈲と。さらに

RCEPは,1984年 の 「汚染への取組み:経 験と展望」と題 した第10報 告書

において,地 方公共団体は大気汚染のデータを裁量によらず義務的に公開

するべきである旨を主張 し,さ らに検査団の秘密主義政策に法的根拠を与

えた1974年 労働衛生安全法の規定 は 「時代遅れであ り,不 必要である」ql)

し,情 報を非公開とする何 らかの深刻な根拠が立証 された場合以外には

「規制権限を有する公的機関の収集 した情報を市民に無制限で公開すべき

である」⑰ と批判 している。

(3)環 境情報の秘密性一水質汚濁

(a)秘 密主義の法的根拠一1961年 河川(汚 染防止)法

大気汚染に関する環境情報の非公開が主張されている当時,水 質汚濁関

㈹RCEPの 性 質 に つ い て は 本 章 第3節 に て 言 及 す る 。

ωRoyalCommissiononEnvironmentalPollutionFifthReport(1976)

AirPollutionControl:anIntegratedApproach,Cmnd6371.

ωRCEPTenthReport(1984)TacklingPollution-ExperienceandPros-

pects,Cmnd9149.

(42)Ibid.
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連情報に関する規定として1961年 河川(汚 染防止)法 ⑬が存在 していた。

同法は,河 川への排出を行っている私人あるいは企業が情報の公開に同意

しているか,制 定法が情報公開を要求 していない限 り,公 的機関の保有す

る排水許可の申請,廃 水の内容,廃 水のサンプルに関する情報を市民に公

開 しない旨を定めていた㈹。つまり水質汚濁について も大気汚染の場合と

同様に環境情報の秘密性が重視されていたのである。

このような水質汚濁関連情報の秘密性について,RCEPは1972年 の 「イ

ギリスにおける河口及び沿岸水域の汚染」と題 した第3報 告書において,

「不必要なマントは外すべきである」㈲と批判 していた。

(b)1974年 汚染規制法第2編 の制定と施行の遅れ

しか しなが ら,大 気汚染の場合 と異なり,RCEPに よる度々の勧告を契

機に,1974年 汚染規制法がその第2編 において規制当局の保有する水質汚

濁関連情報を市民に対 して積極的に公開するよう規定する。同法は,水 管

理当局(waterauthority)㈲ に対 して,河 川へ排出された廃水のデータを

収集 し,そ れを公的登録簿働に登録することによって市民に提供するよう

⑬Rivers(PreventionofPollution)Act1961

(M)Ibid.,s.12.

㈹RCEPThirdReport(1972)PollutioninsomeBritishEstuariesand

CoastalWaters,Cmnd5054.

㈹ 水 管 理 当局 は1973年 水 法(WaterAct1973)に よ り設 置 さ れ た 水 質 汚 濁 規

制 の た めの 行 政 機 関 で あ り,当 時 は 国 内 に合 計10存 在 して い た。 そ の 主 な 機 能

は,従 前 は地 方 公 共 団 体 に付 与 され て い た下 水 道 事 業,給 水,内 陸水,地 下 水,

河 口,一 定 の 海 岸 水 域 の 保 全 と汚 染 防 止 で あ っ た。1973年 水 法 は 従 来 地 方 公 共

団 体 に与 え られ て い た公 共 下 水 道 へ の産 業 廃 液 の排 出 に 関 す る規 制 権 限 を 水 管

理 当 局 に付 与 した の で あ る。 飯 塚 和 之 「イ ギ リス環 境 法 研 究 序 説 一1974年 汚 染

規 制 法 の 検 討 」商 學 討 究(小 樽 商 科 大 学)30巻2号(1979年)24頁 以 下 参 照 。

(4T1974年 汚 染 規 制 法 の 規 定 す る公 的 登 録 簿 制 度 につ いて は後 述 す る。
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義務付けた姻のである㈹。

しか し,こ のような規定を含む1974年 汚染規制法第2編 は,産 業界によ

る圧力などか ら1985年 まで施行されることがなかった。そのため,水 質汚

濁関連情報についても大気汚染の場合と同様,秘 密主義が維持されること

となる⑳。

このように1974年 汚染規制法第2編 の施行が遅れる中,RCEPは 水管理

当局及び産業界に対 して,情 報を自発的に公開するよう促 していた。いく

つかの水管理当局はこの勧告に従い,規 制対象地域の企業に対 して排水の

内容やその量についての詳細を公開するための同意を要求 している。 しか

し,全 国で10あ る水管理当局の内,ア ングリアン水管理当局,サ ウスウェ

ス ト水管理当局,ウ ェセ ックス水管理当局の3当 局は一切情報を公開 しな

かったし,情 報公開を促進 しようとした水管理当局でさえ,規 制対象地域

の企業の大部分が廃水に関する情報公開を拒んだことから,結 果的にその

全体像を市民に公開することはなかったのである。

(c)実 例

この よ うな 状 況 の 下,水 質 汚 濁 関 連 情 報 の 公 開 に関 して 以 下 の よ うな 事

案 が あ った6D。 当 時,BTPTioxideLtd.とLaportelndustriesLtd.と い

う2つ の 企 業 が 二 酸 化 チ タ ンを 含 む 廃 水 を ハ ンバ ー 川 に排 出 して いた こ と

につ いて,グ リー ン ピー スな ど い くつ か の 環 境 保 護 団 体 は,ハ ンバ ー 川 へ

㈹ControlofPollutionAct1974,s.41.

(49)一 方,先 述 した よ う に,大 気 汚 染 関連 情 報 の 公 開 に 関 して は,同 じ1974年 汚

染 規 制 法 は地 方 公 共 団 体 に裁 量 的 な 権 限 を 与 え るの み で あ った 。

60)結 果 的 に施 行 に は11年 もの時 間 が か か った が,こ の1974年 汚 染 規 制 法 第2編

が 規 定 す る公 的 登 録 簿 制 度 の登 場 が後 の イ ギ リス に お け る環 境 情 報 の 積 極 的 公

開 の 引 き金 とな った 。 これ につ いて は後 に検 討 す る。

61)MauriceFrankel,op.cit.,p.31.
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の 排 水 よ りも比 較 的 少 量 の 二 酸 化 チ タ ンを 河 川 に排 出 して い た フ ィ ン ラ ン

ドに お け る調 査 か ら,二 酸 化 チ タ ンの 排 出が 地 元 の 漁 業 に深 刻 な 悪 影 響 を

与 え て い る こ とを 証 明 して お り,こ れ らの 化 学 物 質 を 含 む 廃 水 は イギ リス

に お いて も フ ィ ン ラ ン ドと 同様 の 悪 影 響 を 漁 業 に与 え る お それ が あ る と主

張 して い た。 しか しな が ら,こ の よ うな グ リー ン ピー スの 批 判 に対 し,ハ

ンバ ー川 の 汚 染 規 制 を 行 って い た ア ン グ リア ン水 管 理 当局 は,1981年 に,

「BTPTioxideLtd.及 びLaportelndustriesLtd.は 総 じて 悪 影 響 を 与 え

る よ うな 物 質 をハ ンバ ー川 へ 排 出 して いな い」 とす る報 告 を 行 って い た。

こ の報 告 の背 景 に は 以 下 の よ う な事 実 が あ っ た。 ハ ンバ ー川 に お い て は

1978年 以 降,数 年 にわ た って 排 出地 点 周 辺 で 汚 染 レベ ル の モニ タ リン グが

行 わ れ て い たが,そ の ほ とん どが 規 制 機 関 で あ る水 管 理 当局 で はな く,排

出 を行 って い る企 業 に よ って 実 施 され て お り,ア ン グ リア ン水 管 理 当局 は

企 業 に よ る モニ タ リ ングの 結 果 を 全 面 的 に信 頼 して い たの で あ る。 グ リー

ン ピー スな どの 環 境 保 護 団 体 は,こ れ らの 企 業 に対 して これ まで 数 度 にわ

た りモニ タ リ ング結 果 を 公 開 す る よ う要 求 して い たが,そ れ らは全 て 拒 否

され て い た上,ア ング リア ン水 管 理 当局 も企 業 に よ る モニ タ リン グ結 果 の

複 写 を保 有 し,さ らに水 管 理 当局 自身 も数 度 自発 的 に廃 水 の モニ タ リン グ

を行 っ た こ と も あ っ たが,そ れ らの 情 報 を 企 業 の 同意 な く公 開 す る こ と は

1961年 河 川(汚 染 防 止)法 の 下 で 認 め られ な か っ たの で あ る。

第2節 秘密主義の根拠

産業革命以後のイギリスでは,公 的機関が保有する環境情報について秘

密主義が採 られており,こ の姿勢は1974年 汚染規制法第2編 が水質汚濁関

連情報に関する公的登録簿制度を導入 し,そ れが1985年 に施行されるまで

継続された。

このように秘密主義が採 られた最も大きな理由として,環 境1青報の公開
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に対する産業界の消極的姿勢が挙げられる。先述 したように,当 時のイギ

リスでは,汚 染者である産業界と規制者である公的機関が癒着関係にあっ

たとも言われており,産 業界の情報公開への消極的姿勢が規制当局の保有

する環境情報の秘密主義につながっていたのである。そ して,こ のような

立場に立つ産業界は,1974年 汚染規制法により水質汚濁に関する公的登録

簿制度が導入され,環 境情報提供制度が前進を見せ始めた後も情報公開に

ついて否定的な意見を示 し続けることとなる。

それでは,な ぜ産業界は環境情報の公開について消極的であったのだろ

うか。本節では産業界が環境情報の秘密性を維持 しようとした根拠につい

て考察する。

(1)環 境情報の技術的専門性

1つ 目の根拠として環境情報の技術的専門性が挙げられる。これは英国

産業連盟(ConfederationofBritishIndustry,以 下CBI)が1979年 に発

表 した 「環境及び技術に関する情報の公開」という文書によって明らかに

されている。CBIは 本文書において,情 報の大量公開が誤った解釈を行わ

せる危険性や,根 拠のない警鐘を引き起こす可能性,あ るいは正当な理由

のない訴訟を増加 させることにつながると懸念するcsD。CBIに よると,こ

のような情報は訓練を受けた毒物学者による解釈を必要とするほど非常に

詳細かつ技術的であるため,正 確な解釈を行うことのできる状況は限られ

たものであり,ま ったく誤解釈のおそれな く公開することのできる情報の

量や種類は限定 されている尉。また同年には,製 品の人体への影響 に関す

る情報を市民に公開 しないとする決定を行った化学薬品会社が,「情報は

高度な専門性を有 しており,そ の情報の重要性を完全に理解することがで

S2)SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.108.

63)Ibid.

153



近畿大学法学 第57巻 第4号

きるのはそれに関連 した資格や専門性を有 している者に限られる」勧と非

公開の理由を述べている。これ らの主張か ら,産 業界が環境1青報の技術的

専門性を理由に市民への公開を行うべきではないと考えていたことが分か

る。

この技術的専門性という秘密主義の正当化理由に対 して,RCEPは1984

年の第10報 告書において以下のように反論 している。「環境問題に関係す

る多 くの団体が有する専門性は向上 しており,… …研究者と比べても遜色

のないほどの科学的な報告書を提出していることもある。そのため,『市

民』が情報を 『正確に』利用する能力がないということを根拠に情報への

アクセスを拒否することは支持できるものでも容認できるものでもないと

考える」⑮と。また,環 境情報の積極的公開を主張する学者の一人である

MauriceFrankelも,「 化学物質の危険性についての情報は,専 門家による

助言がなければ解釈が困難であろうことは疑いようがない。 しか しなが

ら,環 境団体や労働組合,消 費者団体は技術的な情報を正確に解釈する能

力を有する専門家とも協力 している。つまり,有 害物質などに関する情報

の解釈が困難であるという秘密性の根拠は妥当ではない」66)と産業界の提

示する秘密主義の正当化理由を批判 している。確かに環境情報は一般 市民

では解読できないような専門性を有することもあるが,そ れだけでは情報

を非公開とする根拠にはな らない。まずは市民や環境保護団体に広 く公開

し,そ の後,専 門家による分析を待てばよいのである。

(2)過 激論者の介入や濫訴の可能性

第2の 根拠として,産 業界や規制当局は, 環境情報の公開が過激論者に

働MauriceFrankel,op.cit.,pp.34-35.

岡RCEPTenthReport(1984).

66)MauriceFrankel,op.cit.,p.34.
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よる過度の介入を引き起 こす可能性があると指摘する㈱。この点につい

て,1977年 には環境衛生監視官(EnvironmentalHealthOfficer)が 大気

汚染を背景に設立 された民間団体である大気浄化協会(NationalSociety

forCleanAir)と の協議の中で,1974年 汚染規制法が1956年 空気清浄法と

同様に大気汚染関連情報の収集と市民への公開を行う裁量権を地方公共団

体に付与 したことを批判 している㈱。規制当局は,こ のような規定を置 く

ことで市民や環境保護団体などが地方公共団体に対 して当該裁量権を行使

するよう圧力をかけ続けることにな り,そ のような環境保護団体にはしば

しば過激論者が含まれていることか ら,地 方公共団体が裁量権を行使する

ことによって過激論者が情報を入手 し,産 業界が衰退 して しまう可能性が

あると危惧 していたのである69)。また,CBIも 水質汚濁に関する公的登録

簿制度を導入 した1974年 汚染規制法第2編 は不必要なものであると主張 し

ている㈹。 ここでも,環 境情報を広 く公開することによって,過 激論者 に

よる介入が引き起こされることとな り,産 業界や規制当局に対 して必要以

上の負担がかかることが懸念されていた。

同じくCBIは,1979年 の文書 において,環 境情報の公開が濫訴を引き起

こす可能性があると批判 している。CBIは,市 民が環境情報を自由に入手

することによって,そ れのみを根拠に規制当局や事業者を相手に不合理な

訴訟を提起するようになることを危惧 していたのである。 しか しこれに対

してMauriceFrankelは,「 損害の救済のために裁判所に頼 ることは市民

の基本的権利であり,… …市民か らこの機会を奪うために情報を公開 しな

⑳SimonBall&StuartBell,opcit.,p.110.

68)MauriceFrankel,op.cit.,p.35.

⑲Ibid.

⑳SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.110.
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い こ と は到 底 受 け入 れ られ な い 」(6Dと述 べ,ま たRCEPも1984年 の 報 告 書

に お い て,「 救 済 を与 え るか ど うか を判 断 す る の は裁 判 所 の 責 務 な の で あ

る」㈹ と反 論 して お り,ま ず は市 民 に環 境 情 報 を公 開 した上 で,訴 訟 が 提 起

さ れ た 場 合 に は,裁 判 所 の 判 断 を 待 つ べ き で あ る と い う考 え を 示 して い

る。 さ らにBell&McGillivrayは こ の根 拠 につ い て,環 境 情 報 が 広 く公 開

され る よ う にな っ た後,以 下 の よ う に述 べ て い る。 「後 か ら考 え て み れ ば,

これ らの 予 測 は過 度 な 心 配 で あ っ た。 環 境 情 報 は環 境 保 護 団 体 に よ って 利

用 され て い るが,こ れ は産 業 界 に対 して 不 合 理 な 訴 訟 を 提 起 す る 目的 で は

な い」㈹ と。

(3)環 境情報の商業的秘密性

第3の 根拠 として,環 境情報の持つ商業的秘密性が挙げ られる。CBI

は,環 境情報には競合 している企業にとって商業的に利益 となるような

データが含まれている可能性があるため,情 報公開がデータの漏出に対す

る産業界の懸念を引き起こすと主張す る。つまりCBIは 環境情報に含ま

れるデータは排出者の所有物であり,ふ さわ しい理由がない限 りは公開さ

れるべきではないと考えているのである㈹。

このような根拠か ら環境情報の公開が拒否された事例として以下のよう

なものがある㈲。

①有害物質除去過程についての情報:ロ ン ドンのフラム発電所において

アスベス トの除去作業を行っていた企業が,他 企業よりも効率的かつ低価

⑳MauriceFrankel,op.cit.,p.36.

㈲RCEPTenthReport(1984).

㈹StuartBell&DonaldMcGillivray,op.cit.,p.297.

御SimonBall&StuartBell,op.cit.,pp.108-109.

㈲MauriceFrankel,op.cit.,pp.36-39.

156



イギ リスにお ける環境情報提供手法

格でアスベス トを除去することが可能な新機器を開発 したとする宣伝を

行った。これについて発電所の近隣住民が,低 価格である真の理由は新機

器の開発ではな くアスベス トの量を実際よりも少な く見積もっているから

だと主張 し,ア スベス ト処理過程の情報を公開するよう企業に要求 した。

これに対 して企業側は,こ れ らの情報を公開することによって新機器につ

いての情報も漏洩 して しまうとして,商 業的秘密性を根拠に情報の公開を

拒否 している。

②化学物質の用いられた製品の組成情報:産 業界は塗料,接 着剤,ニ ス

など化学物質の用いられた製品の組成に関する情報は商業的秘密性を有す

るものであり,公 開することができないと主張しており,CBIも 市民に対

してこれ らの情報を公開す る場合には,製 品組成を詳細に示すのではな

く,ラ ベルなどを用いた注意書きのみを表示するべきであるとする考えを

有 していた。MauriceFrankelは これについて 「製品の組成についての情

報がなければ,市 民がそれ らの物質の危険性を認識することは不可能であ

る」㈹と批判する。つまり,こ のような製品に用いられている化学物質の

種別などを詳細に知ることによってのみ,利 用者は独自にその危険性を判

断することができ,よ り安全な製品を選択することができるのである。

③化学物質の種類や量に関する情報:産 業界は,企 業が環境情報を公開

することとなれば,競 合する企業が公開された環境情報を研究することに

よって,従 来か ら企業秘密であると考え られていたような化学物質の種類

や量を解明す ることが可能になると危惧 している。 これについてSimon

Ball&StuartBellは,「 これらの懸念は実際には誇張されたものに過ぎな

い」㈲ し,「知的所有権は,特 許や商標に関する法律において十分に保護さ

れており,情 報を非公開とすることによって秘密性を維持する必要性はな

(66>Ibid.,p.37.

㈲SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.109.
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い」㈹とこのような産業界の考えを批判 している。

RCEPは1970年 代か ら1980年代 にかけて多 くの報告書において商業的

秘密性に関する問題を検討 しており,最 終的に1984年 の第10報 告書におい

て,環 境情報の非公開の根拠として 「企業が商業的秘密性を強調すること

は不均衡かつ見当違いである」㈹と結論付けている。

しか しなが ら,こ の商業的秘密性は,公 的登録簿制度が導入された後も

重視され続け,環 境情報の提供が商業的利益を侵害するおそれがある場合

には当該情報は公的登録簿に記載されない場合が多い。

(4)規 制当局に対する負担

CBIは 第4の 根拠として,も し1956年空気清浄法が規定するように地方

公共団体が積極的に大気汚染関連情報を収集 し,そ れ らを市民に提供 した

り,1974年 汚染規制法が規定するように水管理当局が水質汚濁関連情報を

入手 し,市 民に提供することとなれば,そ れ らのために必要な支出が莫大

なものになるという理由か ら,そ の費用と環境情報公開によって得 られる

であろう市民の利益との間には不均衡が生 じると指摘する㈹。 これは行政

運営にかかる費用を削減するべきであり,た だでさえ人員不足かつ過重労

働が課せ られていた行政に対 してより大きな負担をかけることは得策では

ないという考えか ら生 じたものであるσ1)。また,環 境情報の公開は,規 制

当局による環境汚染に対するコン トロールの成果を市民が監視することに

つながるため,こ れまで以上に規制当局の負担を増加 させることとなる

上,も し市民が規制当局による汚染規制活動に不服であれば,当 局は環境

㈱Ibid.

㈹RCEPTenthReport(1984).

⑩SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.111.

(71)Ibid.
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汚染について再調査を行わなければな らな くな り,費 用負担がより大きく

なるというのである⑫。

その他にも,産 業界は,汚 染がわずかな地域や,汚 染問題がすでに解決

しているような場合には,市 民に対 して情報を敢えて公開 しない方が,多

くの市民に対 して情報を公開 し,現 在の問題の状況やその重要性を説明す

るよりも容易であり,規 制当局に対する負担 も軽減されると考えている㈱。

第3節 秘密主義に対する批判

20世紀中頃まで続 く環境情報の秘密主義については,前 節で見たような

様々な正当化理由が産業界や規制当局か ら主張されていたが,RCEPや 環

境保護団体,学 界はこれ らの正当化理由を常に批判 し,環 境保護のために

は環境情報を広 く市民に公開することが必要であると主張 していた。また

イギ リスでは,1960年 代後半か ら1970年代前半にかけて環境汚染が社会問

題化 し,環 境保護のための市民運動が活発化することとなる。そ して,こ

れ らの市民運動やRCEPの 勧告を受けて制定され,1985年 に施行 された

1974年 汚染規制法第2編 による公的登録簿制度の導入を契機として,環 境

情報を積極的に公開するよう規定する環境関連法規が制定され始め,環 境

情報の積極的公開の時代へと突入するのである。このような環境情報公開

制度の成立には,特 にRCEPの 勧告が世論の先導役となり,重 要な役割を

果たしたと言われている㈹。本節では,こ のような転換期に非常に大 きな

影響を与えたRCEPに よる勧告 と積極的公開を主張 した学説について検

討する。

⑰Ibid.

㈱MauriceFrankel,op.cit.,p.41.

(74)FrancisSandach,"PublicParticipationandtheControlofPollu-

tionAct1974"(1977)127N.L.J.652.
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(1)RCEPに よる勧告

(a)RCEPの 姿勢一積極的公開主義

RCEPは,環 境汚染に関する国内及び国際的な問題について女王,政

府,議 会,市 民に対 して勧告を行うことを目的として,1970年2月 に設立

された政府から独立 した委員会である㈲。同委員会は環境問題を法的,経

済的,技 術的,社 会的側面か ら検討するため,様 々な領域の専門家によっ

て構成されており,そ の構成員は首相の助言により女王によって任命され

る㈹。また専門的な勧告を行うだけではな く,政 府の行動選択について客

観的な助言を与える機会も有 しているため,イ ギ リスにおける環境法及び

環境政策の発展 に極めて重要 な役割を担 っていると言 われている㈹。

RCEPは その活動の中で,様 々な環境問題に対 して意見を述べた報告書を

多数発行 し,こ の報告書が政府の活動に対 して非常に大きな影響を与えて

いることか ら,RCEP報 告書の分析がイギ リス環境法の研究には不可欠な

ものとなっているのである。

RCEPは 様々な環境 に関する問題 について検討 し,助 言を行 う役割を

担っているが,そ の中で環境情報の公開についても多 くの勧告を行ってい

る。RCEPは,市 民は環境についての利害関係を有 しているため,市 民一

人一人が自身の直面 している環境汚染 リスクについて知る権利を有 してお

り,ま た,行 政に対する市民の信頼を構築する唯一一の手段は,公 的機関の

保有する環境情報へのアクセスを認めることであるという姿勢を設立当初

か ら持ち続けているのである⑱。この姿勢について,RCEPは,1972年 の

㈲ イギ リス に はRCEPの 他 に も多 くの王 立 委 員 会 が設 置 され て お り,政 府 か

らは 独 立 した 立 場 か ら様 々な 分 野 にお い て 助 言,勧 告 を 行 って い る。

(76)SeeSusanWolf&NeilStanley,EnvironmentalLaw4thed.,(Cav-

endishPublishingLtd.,2003),p.57.

⑳Ibid.

㈲SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.112.
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「産業による汚染についての3つ の問題」 という第2報 告書において,「研

究者や汚染の利害関係者のような,環 境に関する利益のために情報を利用

する責任を有する者に対 しては,情 報を公開する必要性」⑲があり,さ らに

情報は 「規制当局のような機関だけでな く,環 境を改善するためにそれを

利用する研究者などにも利用可能となるべきであり,そ れこそが公益にか

なうことである」⑳ と初めて明文で示 している。このような積極的に環境

情報の公開を認めるべきであるという主張は後の報告書でも引き継がれて

いくものである。

産業革命以降,産 業界や規制当局が環境情報の公開に消極的な態度を示

していたことに対 して,RCEPは 常に環境情報の秘密主義を否定 し,産 業

界及び当局に対 してこのような態度を改善するよう報告書による勧告を続

けてきた。 このRCEPの 姿勢は世論 に対 して大きな影響を与えていたと

言われておりBl),それに導かれるように,環 境汚染が社会問題化 した1960

年代後半か ら環境保護を主張する市民運動も活発化 したのである。

(b)大 気汚染関連情報についての勧告

それではこのようなRCEPの 姿勢は,環 境情報公開制度の導入に対 し

てどのような影響を与えたのだろうか。まず大気汚染関連情報についてで

あるが,1974年 汚染規制法 はRCEPの 勧告を受けて制定 された ものであ

る。先述 したように,同 法は地方公共団体に対 して,大 気汚染関連情報を

収集 しそれを市民 に提供す る裁量権を与えており,こ れはRCEPの 提唱

する積極的公開主義への部分的譲歩である㈱。

⑲RCEPSecondReport(1972)ThreeIssuesinIndustrialPollution,

Cmnd4894.

⑳Ibid.

⑳MauriceFrankel,op.cit.,p.43.

(82>Ibid.,p.44.
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しか しなが ら,本 章第1節 でも述べたように,こ の規定が大気汚染関連

情報の公開に対 して大きな変化を生 じさせることはなかった。同法によっ

て地方公共団体に与え られた裁量権が用いられることは少な く,情 報の大

部分が公開されなかったのである。さらに同年には,ア ルカリ検査団が職

務を行う際に入手 した記録や測定結果に関する情報を公開することを明文

で禁 じた1974年 労働衛生安全法が制定されており,RCEPの 勧告は明確に

否定されている。つまり大気汚染関連情報については,RCEPの 勧告によ

る地方公共団体に対する情報公開の裁量権付与という部分的譲歩はあった

ものの,ア ルカリ検査団が以前か ら有 していた政策に従い,情 報の秘密主

義が貫かれたと言える。

なお,RCEPは1976年 の第5報 告書において,1974年 労働衛生安全法の

規定に関 して,「我々はこの逆行を遺憾に思う」㈱と述べ,こ のような情報

非公開義務を排除するよう政府に促 したが,政 府はその後数年間にわたっ

てこのRCEP勧 告 に何 ら返答することもなかった。

(c)水 質汚濁関連情報についての勧告

RCEPの 勧告を受けて最 も積極的な変化が起 こったのは水質汚濁の領

域である。RCEPは1972年 の第3報 告書において,「 河川や河口への排水

の質や量に関する情報はより広 く公開されるべきであり,… …そのような

情報を公開するための自主的な取 り決めを行 う」鱒よう政府及び産業界に

対 して要求 しており,こ れを受けていくつかの水管理当局が従来は非公開

であった河川への汚染物質排出に関する情報を自主的に公開 しようと試み

たのである。 しか し,こ れについても先述 したように,10あ る水管理当局

の内,3当 局は決 して情報を公開することはな く,こ れ らの当局が管轄す

⑬RCEPFifthReport(1976).

㈹RCEPThirdReport(1972).
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る地域における水質汚濁関連情報については秘密主義が維持されたままで

あった上,情 報を自主的に公開 しようとした当局も,企 業による反対など

を理由に,保 有する全ての情報を公開するまでには至らなかった。

(d)1974年 汚染規制法第2編 の施行

このような状況の下,RCEPの 勧告を受け,水 管理当局に対 して河川へ

の排出に関する情報を収集 し,そ れ らの情報を公的登録簿に登録すること

によって市民に提供するよう義務付ける1974年 汚染規制法第2編 が制定さ

れる。RCEPは1974年 の第4報 告書において,「(こ のような)新 しい手法

はできるだけ早 く施行 されるべき」㈲である旨を主張 していたが,同 法第

2編 はCBIな どによる圧力から1985年7月31日 まで施行されることはな

かった。 しか し,こ の規定こそが環境情報の秘密主義から積極的公開主義

への分岐点であり,1974年 法第2編 の施行によって公的登録簿制度が初め

て導入された1985年 以降,イ ギ リスは環境情報の積極的公開の時代へと突

入することとなる。

この1974年 法第2編 の施行 にもRCEPの 勧告が影響を与えている。

RCEPは,同 法の制定か ら施行までの間も環境情報の秘密主義は不必要で

あり有害なものであるという考えを何度 も繰 り返 し主張 していたのであ

るBO。例えば,1984年 の第10報 告書においては,あ らゆる行政機関の活動

は,「汚染規制当局が制定法上の権限によって保有する情報に対 して市民

は無制限にアクセスすることができるという仮定即 に基づ くべきであり,

制定法上の秘密主義を排除 し,環 境情報の積極的公開義務に置き換えるべ

(8∂RCEPFourthReport(1974)PollutionControl:ProgressandProb-

lems,Cmnd5780.

㈹MauriceFrankel,op.cit.,p.45.

(8のRCEPTenthReport(1984).
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きであるとされている。具体的に言うと,RCEPは,① アルカリ検査団や

その他の規制当局に対 して制定法が規定 している 「時代遅れで不必要な」

秘密主義の撤廃,② 詳細な大気汚染関連情報を公開するよう地方公共団体

に対 して要求する新 しい手法の構築や,現 存する裁量権の積極的活用,③

殺虫剤,新 しい化学物質,有 害廃棄物などを含むあらゆる形態の環境情報

の公開を保障する制定法上の手段の導入などを求めており,そ の上で,国

家安全や深刻な商業的秘密性が侵害されるおそれのある場合のみ情報公開

の例外とするべきであると述べているのである㈹。

RCEPは,こ の第10報 告書において,環 境情報公開制度を中心的なテー

マとして扱っており,こ の報告書が1974年 汚染規制法第2編 施行の契機と

なる と共に,様 々な環境汚染領域における公的登録簿制度を導入 した

1990年 環境保護法の制定にも大きく寄与 している。さらに,議 会において

もRCEP第10報 告書は多 くの支持を集めた。例えば,貴 族院のWalde-

grave議 員は同報告書について触れ,「情報公開によって信頼を再び確立

しなければな らない」㈱ し,「政府は秘密主義が何人の利益にもならないこ

とを強 く理解 している」㊤①と述べている。これを証明するように,政 府は

RCEP第10報 告書に対 し,「環境問題 に関するより多 くの情報がこれか ら

市民にとって利用可能になるであろう」(9Dと返答 し,RCEPの 意見に同調

した。この政府による政策の転換の背景には,RCEPの 勧告と同時に当時

急速に高まっていた市民運動があったと考え られる。

㈹MauriceFrankel,op.cit.,pp.45-46.

㈱PublicAccesstoEnvironmentalInformation,PollutionPaperNo.

23(HerMajesty'sStationeryOffice,1986),p.2.

(90)Ibid.

(91)Ibid.
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(e)RCEP勧 告の根拠

RCEP勧 告の根拠は以下のようなものである。RCEPは,市 民が正確な

環境情報を入手することができなければ,産 業界の様々な活動による環境

への リスクに対する市民による認識は誤ったものにな りやす く,こ のよう

な情報の秘密性 は市民の不安を増幅させ るものになるとする㈱。また,

RCEPは,市 民が環境へのリスクを誤認 したり,汚 染の発生を的確に判断

することが許されなければ,環 境汚染の実態は決 して見えてこないと考え

ており,規 制当局が環境に対するリスクを最小限にするために採るべき手

段について市民を交えて議論するためにも,情 報の公開は必要不可欠であ

ると主張する㈱。

さらに1985年 の第11報 告書は,「適切なリスク評価は,関 連情報へのアク

セスと市民による情報の解釈を必要としており,市 民が利害関係を有 して

いる汚染者 による解釈のみで安心させられることは決 してない」鱒 と示 し

ており,有 害物質の排出に関する情報や,大 気や水など自然に関する情報

を市民に対 して積極的に公開 し,市 民が自分の目で環境への リスクを正確

に評価する必要があると考えている。

またRCEPは,ア ルカリ検査団による秘密政策を批判する中で,規 制当

局が環境汚染の規制のために適切に活動を しているかどうかを市民が監視

するために,規 制当局による規制の実態についての情報を公開することも

必要であると主張 してきた。RCEPに よると,環 境への リスクを正確に判

断するためには,大 気汚染や水質汚濁の程度などといった環境状態や汚染

働SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.113.

(93>Ibid.

(94RCEPEIeventhReport(1985)ManagingWaste:TheDutyofCare,

Cmnd9675.
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状況に関する情報だけではな く,規 制当局の活動を市民が監視するため,

環境行政過程の情報を市民に公開することが重要なのである。

(2)積 極的公開を主張する学説の動向

RCEP勧 告の他にも,多 くの学説が環境情報の積極的公開を主張 してい

る。MauriceFrankelは,こ の時代に存在 していた環境情報の秘密性を排

除 し,情 報を広 く公開するためには5つ の改革が必要であると示 してい

る。第1に,環 境関連法規に定められた秘密条項を排除 し,規 制当局と産

業界との間の秘密主義を維持するという癒着関係を破棄 しなければな らな

い(9D。第2に,市 民は,規 制当局が制定法上の権限によって産業界から入

手 した健康あるいは環境に対するリスクに関する情報を入手する法的権利

を有 しなければならない(go。第3に,規 制当局は環境 に対する リスクに

よって影響を受ける可能性のある市民に対 して警告するべきであり,リ ス

クを最小限にするあるいは排除す る措置を講 じなければならない(9D。第4

に,産 業界や企業が行っている潜在的な危険活動について,産 業界や企業

自身が保有 している情報 も市民に対 して公開 しなければならない㈹。そ し

て最後に,環 境汚染規制に関する様々な情報を公開するために情報公開に

関する一般 法の制定が必要である(99)。このようにMauriceFrankelは,公

的機関が保有する環境情報に加えて,企 業が保有する環境情報についても

市民に対 して積極的に公開することが必要であり,市 民はそのような環境

情報を入手する法的権利を有 していると主張 している。そして,こ のよう

(9DMauriceFrankel,op.cit.,p.56.

(96)Ibid.

(97)Ibid.,p.57.

㈱Ibid.

⑳Ibid.
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な主張を実現するために,最 終的には環境情報公開について規定 したあら

ゆる環境汚染領域を対象とした総合的な法規則を制定する必要があると訴

えているのである⑩。

また,SusanWolf&NeilStanleyは,RCEP勧 告の大前提には,市 民

が 「知る権利」を有 していること,行 政機関による環境行政過程に対する

市民の信頼を回復させる必要があること,そ して何よりも市民が環境に対

する利益を有 していることがあると述べており㈹,そ のような前提の下で,

環境1青報を積極的に公開することが重要であると考えている。

さらにJamesMcLoughlinは,環 境情報の市民への公開は,市 民が政策

決定の内容を知ることを可能にし,そ の決定 に対 して何 らかの意見を反

映させることを可能にするという意味で重要であると同時に,私 人が訴

訟を提起す る場合に,入 手 した環境情報の利用を可能にするという点か

らも重要であると主張 し,環 境情報の積極的公開を促 している㈹。

第4節 小 括

イギ リスでは1864年 のアルカリ検査団による報告書以降,環 境情報につ

いては秘密主義が採 られており,企 業によって排出される汚染物質による

環境への影響に関する情報や規制当局による環境汚染規制に関する環境行

政過程情報を入手 したいと考える市民に対 して,公 的機関あるいは企業の

保有する情報が公開されることはほとんどなかった。この秘密主義は1961

ao① イギ リスで は,環 境 情 報 公 開 につ い て の一 般 的法 規則 と して2000年 には 情 報

公 開 法 が,2004年 に は環 境 情 報 規 則 が そ れ ぞ れ制 定 さ れ て い る 。 これ ら に基 づ

く環 境 情 報 の 開 示 につ いて は後 の 研 究 課 題 とす る。

(10DSusanWolf&NeilStanley,op.cit.,p.473.

(1⑫JamesMcLoughlin,TheLawRelatingtoPollution:AnIntroduc-

tion,(ManchesterUniv.Press.1972),p.115.
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年河川(汚 染防止)法 や1974年 労働衛生安全法といった環境関連法規が規

制当局 に対 して情報公開を禁 じたことによって法的根拠が与え られてい

た。これ らの法律に代表されるように,当 時,イ ギ リスにおける環境汚染

に関する制定法の多 くが環境情報の公開を禁止する規定を設けており,制

定法が公開を要求 している場合や,情 報の提供者が認めている場合以外は

環境情報の公開が認められなかったのである。それに加え,規 制当局が産

業業界と情報を公開 しないとする癒着関係を結んでいることも多 く,た と

えそこに正式な協定が結ばれていなかったとしても,規 制当局が環境情報

を自発的に公開することはなかったと言われている㈹。

このような環境情報の秘密主義については,RCEPが その報告書の中で

繰 り返 し批判 し,情 報を積極的に公開するよう数多 くの勧告を行 ってき

た。さらに,多 くの学者 もRCEPと 同様の立場か ら勧告を行 ってきた。

その結果,こ のような秘密主義は汚染規制に関する集大成的な法律である

1974年 汚染規制法の制定を契機に終焉を迎えることとなる。1974年 法は水

質汚濁に関する公的登録簿制度を導入 し㈹,こ れ らの規定を含む同法第2

編が1985年 に施行されたのである。1974年 法のような包括的な制定法の成

立は,環 境汚染が大きな問題となった1960年 代後半か ら1970年代前半にお

ける市民運動の成果であったと評価されており㈹,RCEPに よる勧告がそ

れを先導 したと言われている。同法は,公 的機関の保有する環境情報の公

開について従来の秘密主義を打破 し,公 的登録簿制度という市民への積極

的な情報提供制度を構築 した点で革新的であると言えよう。

1974年 汚染規制法第2編 が施行された1985年 以降,イ ギ リスでは,様 々

(1⑬MauriceFrankel,op.cit.,p.33.

㈹ 公 的 登 録 簿 制 度 に つ い て は 本 稿 第2章 で 詳 細 に 検 討 す る 。

(1⑮FrancisSandach,op.cit.,(1977)127N.LJ.,p.652.

168



イギ リスにお ける環境情報提供手法

な環境汚染領域における公的登録簿制度の導入という形で積極的,能 動的

な環境情報の提供が行われてい く。RCEPは1974年 法第2編 をモデルと

した情報提供制度の導入を勧告 してお り,後 に制定された環境関連法規も

この勧告に従い,同 様の制度を導入 したのである。このような積極的な情

報提供制度の確立の意義は以下のように述べ られている。「公的登録簿と

いう新制度は汚染規制に対する信頼を増加させるであろうし,さ らに環境

保護のための市民参加を促進するであろう。これは全ての人々が自身の権

利の下で環境の番犬になることができるということを意味 している」㈹ と。

このように,様 々な環境関連法規が公的登録簿を中心とした情報提供制

度を導入 したことによって,市 民は公的機関の保有する大気や水質など環

境状態や汚染状況に関する情報や,環 境行政過程に関する情報を容易に入

手することができるようにな り,自 分の目で環境への リスクを正確に評価

し,規 制当局が環境汚染規制のために適切な活動を行っているかどうかを

監視することが可能になったのである。

第2章 公的登録簿制度の現状

前章で検討 したように,イ ギ リスでは20世紀中頃まで公的機関の保有す

る環境情報の公開が認められないことが多 く,ま た産業界や規制当局から

の圧力を理由にその秘密主義が維持されたままであった。そのような中,

RCEPの 勧告や市民運動などによって環境情報を市民に公開することの

重要性が主張され,様 々な環境関連法規の制定により公的機関の保有する

環境情報の公開制度が整備されることとなる。その中でも,特 に画期的で

(1⑯SusanWolf&NeilStanley,op.cit.,p.473.
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あり,重 要であると考え られているのが,水 質汚濁に関 して1974年 汚染規

制法第2編 が規定 したような公的登録簿制度の導入である。

公的登録簿制度は,環 境情報の公開に消極的であった時代にその打開策

となった公的機関による能動的な情報提供手法の1つ であり,大 いに注目

に値する。これは環境汚染や環境保護について長い歴史を有 し,市 民によ

る環境保護運動が活発なイギ リスにおいて最初に導入された環境情報公開

制度であり,「明確で透明性があり,ア クセスが簡単で理解 しやす く,そ し

て扱いやすいもの」㈹であって,「環境情報の広い公開に向けての大いなる進

展である」〈/0Dと評価されている。これは1985年 に水質汚濁の領域において

最初に導入された制度であるが,そ の後立て続けに制定された環境関連法

規によってその対象が広げられ,オ ーフス条約の批准によって新たな環境

情報公開制度が構築された現在のイギ リスにおいてもなお,市 民が公的機

関の保有する環境情報にアクセスするための中心的な手段 となっている㈹。

イギリスには現在合計50種 類以上の公的登録簿が存在するがく1/0),本章で

(10DGiseleBakkenist,EnvironmentalInformation-LawPolicyandEx-

perience-,(CameronMayLtd,1994),p.67.

(108)EdwardJohn"AccesstoEnvironmentalInformation:Limitations

oftheUKRadioactiveSubstancesRegisters"[1995]7Journalof

EnvironmentalLaw11.

(1⑲ 公 的 登 録 簿 制 度 以 外 に も市 民 が環 境 情 報 に ア ク セ ス す る こ との で き る よ うな

手 段 が い くつ か 構i築 さ れ て い る。 そ の 内 の1つ が1985年 地 方 自治(情 報 ア クセ

ス)法(LocalGovernment(AccesstoInformation)Act1985)の 規 定

す る情 報 公 開 制 度 で あ る。 市 民 は 同法 の下,カ ウ ン シル や そ の 内 部 の 委 員 会 の

会 議 に 出席 す る だ け で な く,ア ジ ェ ンダ や議 事 録,報 告 書 とい った 情 報 を 自 由

に入 手 す る こ とが で き,さ らに合 理 的 な 時 間 で あ れ ば無 料 で これ らの 情 報 を 閲

覧 し,手 数 料 を 支 払 え ば そ の 複 写 を 取 得 す る こ とが で き る。

(110)SeeJeremyRowan-Robinson,AndreaRoss,WilliamWaltonand

JulieRothnie,"PublicAccesstoEnvironmentalInformation:A

MeanstoWhatEnd?"[1996]8JournalofEnvironmentalLaw23.
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は,そ の中でも特に ①同制度の出発点とな り,後 の制度のモデルとなっ

た水質汚濁に関する公的登録簿,② イギ リスにおいて近年深刻化 している

廃棄物処理問題に関する公的登録簿,③ 近年新 しく導入された総合的汚染

規制に関する公的登録簿を中心に,歴 史や現行制度の内容,そ の現状など

を考察する。

第1節 水質汚濁

(1)概 要

1974年 汚染規制法41条 は水管理当局に対 して水質汚濁関連情報を収集

し,そ れを公的登録簿に登録することによって市民に広 く提供するよう規

定 している㈹。 この規定は,環 境情報の秘密性を重視 してきたこれまでの

状況を覆 し,廃 水についての情報を市民が公的登録簿を通 じて容易に入手

することができるような制度に切 り替えたものであ り,水 質汚濁以外の

様々な形態の環境汚染関連情報へのアクセスをも認めるべきであるという

圧力の点か らも,ま たそのようなアクセス権が導入される根拠を与えたと

いう点からも非常に重要な ものである㈹。 この制度は水質を監視 したいと

望む市民や環境保護団体に計 り知れないほどの情報を提供 していると高 く

評価されている㈹。

産業界などによる圧力を理由に,1985年 にようや く導入された1974年 汚

染規制法の規定する水質汚濁に関する公的登録簿であるが,そ こに登録さ

(11Dな お,同 法42条 は 商 業 的 秘 密 情 報 な ど を 登 録 情 報 の 例 外 と し て い る 。 こ の 例

外 規 定 に つ い て は 後 に 詳 細 に 検 討 す る 。

(112)SeeT.P.Burton,"AccesstoEnvironmentalInformation:TheUK

ExperienceofWaterRegisters"[1989]1JournalofEnvironmental

Law192.

⑬StuartBell&DonaldMcGillivray,op.cit.,p.616.
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れるべき情報の詳細は1985年 汚染規制(登 録)規則㈹に規定されていた。同

規則によると,水 管理当局は,1974年 汚染規制法第2編 が施行された1985

年7月31日 以降に行われた排出同意に関する申請書,及 びそれ以前に申請

が行われたがそれまでに未処理の申請書,全 ての排出同意の詳細,1985年

7月31日 以降に採取された排水のサンプルに関する情報などを公的登録簿

に登録 しなければな らない。

その後,水 質汚濁に関する公的登録簿制度は,1989年 水法㈹117条 に再規

定され⑯,詳 細 については1989年 汚染規制(登 録)規 則(/1Dに定められるこ

ととなった。さらに1989年 水法は1991年 水資源法㈹に引き継がれ,水 質汚

濁に関する公的登録簿制度について,現 在は1991年 法190条 が規定 してい

る。また,1991年 法の制定当時,登 録情報の内容など公的登録簿制度に関

する詳細は1989年 水法の場合と同様に1989年 規則が定めていたが,現 在で

は1996年 汚染規制(申 請,審 査請求,登 録)規 則(119に従うこととされてい

る。なお,本 稿では,1991年 水資源法及び1996年 汚染規制(申 請,審 査請

求,登 録)規 則に基づ く公的登録簿制度について詳細に検討することとす

(11ΦControlofPollution(Registers)Regulations1985

(IL)WaterAct1989

(ll① これ と 同時 に,1989年 水 法 は これ ま で上 下 水 道 事 業 や水 道 水 の 水 質 規 制,公

共 用 水 域 の 水 質 汚 濁 規 制 を一・元 的 に行 って い た10の 水管 理 当 局 を 廃 止 し,こ れ

らの 業 務 を,水 質 汚 濁 の規 制 を行 う国立 河 川 局,民 営 の 上下 水 道 会 社,及 び こ

れ らの 上 下 水 道 会 社 に対 す る規 制 を行 う水 サ ー ビス事 業 所 に 分配 した 。 柳 憲 一

郎 「欧 州 にお け る環 境 汚 染 規 制 法 の 現 状 と課 題(6)-EU環 境 法 及 び 英 国 環 境 法

を 中 心 と して 一 」(以 下,柳 「欧 州 環 境 汚 染 規 制 法(6)」 の よ うに 引用)環 境 管 理

35巻4号(1999年)49頁 参 照 。

(11DControlofPollution(Registers)Regulations1989

(11ゆWaterResourcesAct1991

(119)ControlofPollution(Applications,AppealsandRegisters)Regula-

tion1996
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る働。

な お,1974年 法 で は,情 報 を 収 集 し,そ れ を 公 的 登 録 簿 に登 録 す る義 務

を 水 管 理 当局 に課 して い たが,1989年 法 に よ って 水 管 理 当 局 が 廃 止 され,

そ の業 務 が 国 立 河 川 局(NationalRiverAuthority,以 下NRA)に 委 ね

られ た た め,1989年 法 の 下 で はNRAが 情 報 の 収 集 及 び登 録 義 務 を 課 せ ら

れ て い た。 そ の 後,1995年 環 境 法(111)によ り,NRAが 環 境 庁(Environ-

mentalAgency)㈹ に 統 合 さ れ た た め,現 在 公 的 登 録 簿 に 関 す る責 任 を 有

す る機 関 は環 境 庁 とな って い る㈹。

(2)登 録内容

(a)1991年 水資源法190条

1991年 水資源法190条1項 は水質汚濁に関する公的登録簿について,「当

局は国務大臣によって制定された規則に従って,以 下の事項についての登

録を行わなければな らない。(a)水質目標に関する通知または同法83条 に基

づいて供されるその他の通知,(b)同 意の申請書,(c)同 意の付与についての

⑳ 水質汚濁 に関す る公 的登録簿 は この1991年 法及 び1996年 規則 に基づ く制度以

外 にも存在す る。例え ば,1991年 水産業法(WaterIndustryAct1991)196

条 は下水管への排 出同意 の詳細 な どを公 的登録 簿に登録 す るよ う規定 した り,

1991年 水資源法189条 及び1965年 水資源(免 許)規 則(WaterResources(Li-

cences)Regulations1965)は 汲み上 げ免許の詳細を公的登録簿 に登録す るよ

う環境庁 に義務付 けている。 なお本稿 では,1991年 法及 び1996年 規則が水質汚

濁 に関 して規定 した公 的登録簿制度 のみを検討 す ることとし,他 の制度 につい

て は後の研究課題 とす る。

(12DEnvironmentAct1995

ω イギ リスにお ける環境庁設立 の経緯 や趣 旨については,柳 憲一郎 「環境法政

策[日 本 ・EU・ 英国 にみる環境配慮 の法 と政策]」(清 文社,2001年)263-265

頁参照。

ω 本稿で は,NRAが 公的登録簿 に関す る責任 を有 していた時代の規定 も検討

す るが,便 宜上,現 在の制度 に従い 「環境庁」 と記述す る。
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情報,及 び同意が行われる際に与え られた条件についての情報,(d)本 法別

表10第1条7項 に基づいて提出された証書,(e)以 下の項目(1)本 法の水質

汚濁に対する規制の目的のために当局によって収集された水または流出物

のサ ンプル,(2)当 該サンプルの分析によって得 られた情報,(3)当 局以外の

者によって収集された水または流出物のサンプル」働と規定する。なお,

ここでの 「同意」とは,水 質汚濁に対する中心的な規制手段として環境庁

が付与する 「排出同意(dischargeconsent)」 のことであり,1991年 法別

表10及 び1996年 規則は,廃 水を河川に排出する場合には環境庁に排出同意

を申請 し,そ れが付与されなければならない旨を規定 している⑯。そして,

環境庁か ら排出同意が付与されていない限 り,毒 性物質,有 害物質,汚 染

物質,固 形廃棄物,又 は汚水あるいは下水を規制対象水域㈹に排出した場

合には罰則が与え られることとなる働。

さらに1991年 法は環境庁に対 して公的登録簿の内容を市民が適切な時間

帯であれば無料で閲覧することができる状態を確保することを義務付けて

おり㈹,ま た,市 民が適切な手数料を支払うことによって登録内容の複写

を取得することのできる設備を整えるよう要求 している働。 これらの規定

により,市 民は自由に環境庁の保有する水質汚濁関連情報にアクセスする

(12ΦWaterResourcesAct1991,s.190(1).

㈱ 排 出 同 意 は排 水 管 ご と に必 要 で あ る と さ れ,同 一 工 場 内 に 複 数 の 排 水 管 が

あ っ た 場 合 に は,そ れ ぞ れ の 排 水 管 に 対 す る 同 意 が 必 要 で あ る。SeeStuart

Bell&DonaldMcGillivray,op.cit.,pp.600-602.

(1201991年 水 資 源 法104条 の 規 定 に よ る と,「 規 制 対 象 水 域 」 とは,沿 岸 基 線 か ら

3マ イル 以 内の 領 域,内 湾,内 水 及 び地 下 水 で あ る。 柳 「欧 州環 境 汚 染 規 制 法

(6)」環 境 管 理35巻4号(1999年)50頁 参 照 。

(12DWaterResourcesAct1991,s.85.

(12ゆIbid.,s.190(2)(a).

(129)Ibid.,s.190(2)(b).
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こ とが で き る よ う にな っ た。 ま た1996年 規 則 に よ る と,公 的 登 録 簿 に は索

引 を 付 け,市 民 が 情 報 を よ り容 易 に入 手 す る こ とが で き る よ う に しな けれ

ばな らな い と され る㈹。

(b)1996年 汚染規制(申 請,審 査請求,登 録)規 則

環境庁は1991年 法190条1項 の規定する「国務大臣によって制定された規

則」,つまり現在では1996年 汚染規制(申 請,審 査請求,登 録)規 則に従っ

て公的登録簿への登録を行うこととなる。同規則には,公 的登録簿に登録

されなければな らない情報として,主 に,① 水質 目標に関する通知の詳細,

②同意の申請書あるいは同意変更の申請書,及 び申請が行われた際に提出

された情報の詳細,③ 付与された同意の詳細,及 び同意の付与 ・変更が行

われた際に課せ られた条件の詳細,④1991年 法の規定する水質汚濁に対す

る規制のために環境庁によって収集された水あるいは流出物のサンプルに

ついて,そ の収集日時と場所,及 びその分析結果や収集方法についての詳

細,⑤1991年 法の規定する水質汚濁に対する規制のために環境庁に対 して

提出された,環 境庁以外の者が収集 した水あるいは流出物のサンプルとそ

の分析結果,⑥1991年 法86条1項 の下での禁止通知,⑦1991年 法90B条 の

下での執行通知,⑧ 同意の取 り消 しについての詳細,⑨ 審査請求に関する

内容,⑩1991年 法の水質汚濁に関する規定の下での環境庁の機能に関する

国務大臣か らの指示の内容,⑪ 訴追の有無,及 びその内容,⑫ 排出同意の

条件に従って環境庁に提出された排出物の性質,構 造,温 度,量,割 合な

どに関する情報,⑬1989年 汚染規制(登 録)規 則の下で登録内容として規

定された情報などが挙げられている㈹。

(13のControlofPollution(Applications,AppealsandRegisters)Regula-

tion1996,reg.16(4).

(13DIbid.reg.15.
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このように1996年 規則は多種多様な情報を登録するよう規定 しており,

先述 したような公的登録簿制度導入当初の1985年 汚染規制(登 録)規 則と

比較 してもその内容は多岐にわたっている。そのような中,1996年 規則の

定める登録内容の中心となるのが上記②③で定められている 「排出同意の

申請に関する情報」と 「付与された排出同意の詳細」である。排出同意の

申請に関する情報には,申 請者の氏名,申 請が受理された日時,申 請書と

共に提出された情報の複写などが含まれ,排 出同意の詳細には,同 意が行

われた相手の氏名,同 意のなされた日時及び効力を有する日時,同 意の種

類,排 水が行われる場所,同 意が行われた際に課せ られた条件などが含ま

れる㈹。

また,こ れ らと同様に重要であるのが上記④⑤⑫の定める 「水あるいは

流出物のサンプル」に関する情報である。1996年 規則は環境庁によって収

集されたサンプルに関する情報,及 び環境庁以外の者によって収集され,

環境庁に提出されたサンプルに関する情報を公的登録簿に登録する旨を定

めている。河川に対するモニタリングや,サ ンプルの収集については,環

境庁への提出も含め排 出同意の条件 として事業者に課せ られる場合が多

く,そ れ らのサンプルに関する情報(日 時,場 所,分 析結果,収 集方法な

ど)が 公的登録簿に登録されることとなる。なお,環 境庁に対する河川の

モニタリングやサンプルの収集義務は法律に規定されていないが,環 境庁

は1991年 法の定める水質汚濁規制の目的のため,1995年 環境法108条 が規

制当局に与える広い権限を用いることによって自発的にモニタリングやサ

ンプルの収集を行ってお り㈹,こ れによって得 られたデータを公的登録簿

に登録 しておくことにより,市 民が事業者による違反を発見 しやす くなる

㈹GiseleBakkenist,op.cit.,p.170.

(133)StuartBell&DonaldMcGillivray,op.cit.,pp.613-614.
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のである働。なお,モ ニタリングによって得 られたサ ンプルなどの情報は

4年 間公的登録簿に登録される㈹。

つまり,水 質汚濁に関する公的登録簿には,排 出同意の申請及びその付

与の詳細や執行通知など規制当局による環境行政過程に関する情報が登録

されており,こ れによって当局による規制活動を市民が監視することがで

き,ま た,モ ニタリング結果やサンプルの分析など水質の状態が登録され

ることによって市民が自分の目で環境への リスクを正確に評価することが

できるようになっている。このように,公 的登録簿には,汚 染規制のため

に行われる同意や通知といった環境行政過程に関する情報と,環 境状態や

汚染状況といった行政による規制の前提になる,あ るいは規制の結果とし

てあらわれるような情報の両面か ら登録されているのである。このような

登録内容はRCEPの 勧告を実現 していると言えよう。

なお,水 質汚濁に関する公的登録簿への情報の登録には期限が定められ

ている。1996年 規則によると,環 境庁は情報を入手 した日か ら28日以内に

登録を行わなければな らず㈹,例 外的に,上 記⑦の執行通知は7日 以 内

に(13D,環境庁によって収集されたサンプルに関する情報に関しては2ケ 月

以内に登録 しなければな らない㈹。

(13DGiseleBakkenist,op.cit.,p.172.し か し な が ら,GiseleBakkenistは,

環 境 庁 は 比 較 的 大 規 模 な 施 設 か ら の 排 水 に つ い て は モ ニ タ リ ン グ を 行 う が,浄

化 槽 の よ う な 小 規 模 施 設 に つ い て は モ ニ タ リ ン グ を 行 わ な い 傾 向 に あ る と し て

問 題 視 し て い る 。

⑯ControlofPollution(Applications,AppealsandRegisters)Regula-

tion1996,reg.17(1)(a).

(1301bid.,reg.16(1)(c).

(13bIbid.,reg.16(1)(b).

(138)ControlofPollution(Registers)Regulations1989,reg.7(3)(a).
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(c)公 示制度,報 告書制度

1996年 規則には,公 的登録簿制度以外の情報提供手法についても規定さ

れているためここで簡単に検討する。まず同規則には,排 出同意の申請に

関する情報を市民に対 して提供する手段として 「公示制度」が定められて

いる。これによると,事 業者か ら排出同意の申請が行われた場合には,規

制当局はその申請の詳細を地方新聞とロン ドン官報(LondonGazette)に

掲載 し,市 民に広 く公示 しなければならなし調。また,こ の公示は同意の

申請が受理された日の14日 後か ら28日が経過するまでに行われなければな

らず(141⊃,公示から6週 間以内に市民や環境保護団体などから申請に関する

何 らかの意見が寄せ られた場合にはそれを考慮 しなければならないとさ

れる㈹。この公示制度 により,市 民は自ら環境庁へ問い合わせて情報を入

手する必要がな くな り,排 出同意の申請に関する情報が地方新聞や官報を

通 じて広範囲の市民に容易に行き渡ることとなる。さらに本制度は,環 境

庁が排出同意を付与するかどうかの判断の際に市民か らの意見を考慮 しな

ければな らないとしていることか ら,環 境を保護 しようとする市民が積極

的に環境政策判断へ参加することができるという点で非常に有意義である

と考え られる。

また,そ れ以外にも1995年 環境法は,環 境庁に対 して1年 間の規制活動

について記 した年次報告書を刊行す るよう義務付けており㈹,市 民はこの

(139)ControlofPollution(Applications,AppealsandRegisters)Regula-

tion1996,reg.2(2).

(140)Ibid.,reg.3(1).

(14DIbid.,reg.5(4).

(1②EnvironmentAct1995,s.52.な お,こ の 報 告 書 に は,水 質 汚 濁 に 対 す る

規 制 活 動 だ け で は な く,環 境 庁 が 規 制 当 局 と な っ て い る 全 て の 汚 染 領 域 に お け

る 規 制 活 動 に つ い て 記 載 し な け れ ば な ら な い と さ れ る 。
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報告書か らも情報を入手することが可能になっている。

(3)例 外 規 定

1991年 法 に は,た とえ1996年 規 則 に よ って 公 的 登 録 簿 に登 録 義 務 が 課 せ

られ て い た と して も,そ こか ら除 外 され るべ き2つ の 例 外 規 定 が 設 け られ

て い る。

(a)国 家安全に反する情報

第1に,国 家安全に反する情報については公的登録簿に登録されない。

もし環境大臣が何 らかの情報を登録することが国家安全上の利益に反する

と考えた場合には,当 該情報は公的登録簿か ら除外されることとなる㈹。

また,既 にこのような性質を持つ情報が登録されている場合には,環 境

大臣は当該情報を除外することを環境庁 に指示するく14D,あるいは当該情報

を登録するかどうかを判断するために環境大臣に付託するよう指示する㈹

ことができる。なお,情 報が環境大臣に付託されている間は,当 該情報は

登録簿か ら除外されなければな らない。

さらに,公 的登録簿に既に登録されている情報が国家安全に反 している

と考えた者は,そ れを環境大臣に報告することができ,そ れを受けた環境

大臣は環境庁に通知 した上で登録簿から除外 されるべきかを判断す るこ

ととなる㈹。 ここで環境大臣が判断している間 も,当 該情報は登録簿から

除外される㈹。なお,国 家安全に反するという理由か ら情報の登録が除外

㈹

⑭

σ⑤

㈹

α⑦

WaterResourcesAct1991,s.191A(1).

Ibid.,s.191A(2)(a).

Ibid.,s.191A(2)(b).

Ibid.,s.191A(4)(a).

Ibid.,s.191A(4)(b).
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さ れ た 場 合 に は,

る㈹。

除外 されたことを明示する必要はないと考え られてい

(b)商 業的秘密情報

第2に,企 業など事業者による同意がない限 り,商 業的秘密情報は公的

登録簿か ら除外される。環境情報の商業的秘密性については秘密主義が維

持されていた時代か ら産業界が主張 していたものであり,こ のような情報

については公的登録簿制度においても原則的に非公開情報として規定され

ているのである。

1991年 法によると,商 業的秘密情報 とは,「私人の有する商業的利益に不

合理な程度の損害を与える情報」㈹であると定義 されており,情 報が商業

的秘密情報に該当するかの判断は第1に は環境庁に委ね られ,環 境庁の判

断に対する審査請求が行われた場合には環境大臣が最終的な判断を行うこ

ととなる㈹。なお,排 出同意の申請に伴 って環境庁に情報を提供する事業

者は,当 該情報が商業的秘密情報に該当すると申し出ることが,ま た排出

同意の変更申請や排出同意の条件として環境庁に情報を提出する場合にも

同様の申し出を行うことが認められている㈹。

事業者が排出同意に関 して提供,提 出した情報を商業的秘密情報として

扱うよう申し出た場合には,環 境庁はその日か ら14日以内に当該情報が秘

密情報に当たるかを判断 しなければな らず,も し14日以内に判断できなけ

れば秘密情報 として扱われることとなる㈹。さらに,環 境庁が職務の遂行

(1⑧GiseleBakkenist,op.cit.,pp.195-196.

(149)WaterResourcesAct1991,s.191B(11).

(150)Ibid.,s.191B(1).

(151)Ibid.,s.191B(2).

㈹Ibid.,s.191B(3).
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上入手 した情報が商業的秘密情報に当たる可能性のある場合には,環 境庁

は情報の関係者に対 して登録に対する異議を唱える機会を与えなければな

らず,異 議が唱え られた場合には環境庁は当該情報が商業的秘密情報に該

当するかを判断 しなければならない㈹。そ して,環 境庁が商業的秘密情報

には当たらないと判断 した場合には,関 係者にその旨の通知を行った21日

後に登録されることとな り,も し関係者がこの判断に不服であれば,当 該

情報が登録されるまでに環境大臣に対 して審査請求を行うことができる㈹。

ただ し,例 外的に,た とえ商業的秘密情報に当たると認められる場合で

も,環 境大臣は公益上の理由か ら当該情報を公的登録簿に登録するよう環

境庁に指示する権限を有する㈹。このような権限は水質汚濁が大 きな社会

的関心を引き起こすような場合,あ るいは多 くのロビー活動の対象となる

ような場合,あ るいは大 きな災害を招 く恐れのある場合などに行使 され

る⑯。なお,こ のような商業的秘密性を覆すような例外的な権限は,厳 格

に,限 定的な状況においてのみ用いられるべきであると考えられているく/5D。

商業的秘密性を理由に公的登録簿か ら除外された情報は,そ の旨が決定

された日から4年 後には商業的秘密情報 として取 り扱われな くなる㈹。こ

れは情報の商業的秘密性は時間の経過とともに減少するため,登 録簿から

の情報の除外はもはや正当ではな くなるという考えを具現化 したものであ

ると言われている(15D。このような場合において も,環 境庁に対 して情報を

提供,提 出した事業者は,な お当該情報が商業的秘密情報に当たるという

㈹Ibid.,s.191B(4).

(15DIbid.,s.191B(5).

㈹Ibid.,s.191B(7).

(15ΦSimonBall&StuartBell,op.cit.,p.121.

(15りIbid.

㈹WaterResourcesAct1991,s.191B(8).

㈹SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.121.
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ことを理由に登録簿か らの除外期間の延長を環境庁に申請することができ

る㈹。なお,国 家安全を理 由とした公的登録簿か らの除外 とは異な り,商

業的秘密性を理由に除外する場合には,そ の種の情報が存在することを登

録簿に登録する必要がある㈹。

このように,た とえ1991年 法あるいは1996年 規則によって登録1青報とし

て定められていたとしても,当 該情報の登録が国家安全に反すると環境大

臣が判断 した場合や,商 業的利益に不合理な程度の損害を与えると環境庁

が判断 した場合には,公 的登録簿に登録されないこととなるのである。

第2節 廃 棄 物 処 理

(1)概 要

環 境 汚 染 が 深 刻 化 した と され る1970年 代 当時,イ ギ リスで は,廃 棄 物 の

収 集,処 理 の 責 任 は主 に そ れ ぞ れ 地 域 ご と に設 立 さ れ た 廃 棄 物 収 集 当 局

(wastecollectionauthority)と 廃 棄 物 処 理 当 局(wastedisposalauthor-

ity)が 負 って いた 。 また1974年 汚 染 規 制 法 に よ る と,廃 棄 物 処 理 当 局 は,

廃 棄 物 の 処 理 の た め,処 理 当局 及 び その 他 の 者 に よ り定 め られ た施 策 に基

づ いて,管 轄 区域 内 で排 出 され た規 制 廃 棄 物(controlledwaste)〈/6⇒ 及 び区

域 内で 排 出 され る見 込 み で あ る全 て の 規 制 廃 棄 物 の 処 理 を 目的 と し,廃 棄

物 が 適 正 に処理 され るた め の制 度 を確 立 す る義 務 が あ る㈹ とさ れ て い た㈹。

(160)WaterResourcesAct1991,s.191B(8).

(161)Ibid.,s.190(1A).

㈹ 規 制 廃 棄 物 と は,家 庭 廃 棄 物(householdwaste),産 業 廃 棄 物(industrial

waste),商 業 廃 棄 物(commercialwaste)を 指 す(1974年 汚染 規 制 法30条)。

㈹ControlofPollutionAct1974,s.1.

㈹ イ ギ リス に お け る廃 棄 物 処 理 制 度 につ い て,詳 し くは,仲 田 孝 仁 「イ ギ リス

廃 棄 物 法 研 究 序 説1974年 公 害 規 制 法 を 中 止 と して 」 法 学 政 治 学 論 究48号

(2001年)347頁 以 下,同 「イ ギ リス環 境 法 にお け る 『廃 棄 物 」 概 念 」 法 学 政 治/
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1974年 法はさらに処理当局以外の者による廃棄物処理 についての免許制

度を導入 してお り㈹,処 理 当局による廃棄物処理免許(wastedisposal

licence)の 付与がない限 りは,規 制廃棄物を地上に堆積 したり,規 制廃棄

物を処理するために処理施設を使用することを禁 じていた㈹。

このような免許制度に合わせて,1974年 法は廃棄物処理免許情報の登録

制度(以 下,免 許登録簿)を 導入 していた。同法は廃棄物処理当局に対 し

て,当 局の付与 した全ての廃棄物処理免許の内容を登録 し㈹,処 理当局の

事務所に保管することによって市民に対 して適切な時間であれば無料で開

示 し㈹,適 切な手数料を支払うことでその複写を取得することができるよ

うにする旨を義務付けていたのである㈹。なお,免 許登録簿への登録内容

などの詳細は1976年 汚染規制(廃 棄物処理免許)規 則(ITeが定めてお り,処

理免許付与の日時,免 許所有者の氏名 ・住所,処 理施設の住所,処 理の手

法,免 許によって処理が認められた廃棄物の種類,免 許付与の際に課せ ら

れた条件といった処理免許に関する多様な情報が登録されることとなって

いた㈹。免許登録簿には廃棄物処理免許に関する情報が登録 されているだ

けであるため,同 じ1974年法が規定する水質汚濁に関する公的登録簿制度

＼ 学 論 究50号(2001年)347頁 以 下,同 「イ ギ リス1990年 環 境 保 護 法 の も とで の

廃 棄 物 規 制 」 法 学 政 治 学 論 究58号(2003年)1頁 以 下,柳 ・前 掲 注(/2D311-325頁

等 参 照 。

(1⑮ControlofPollutionAct1974,s.5.

(1601bid.,s.3(1).

(16DIbid.,s.6(4)(a).

(168)Ibid.,s.6(4)(b).

(169)Ibid.,s.6(4)(c).

(170)ControlofPollution(LicensingofWasteDisposal)Regulations1976

(17D免 許 登 録 簿 制 度 は,現 在 わ が 国 に お い て廃 棄 物 の 処理 及 び 清 掃 に関 す る法 律

8条4項 が 規 定 す る告 示,縦 覧 の制 度 と類 似 の もの で あ る。 これ につ い て は後

に検 討 す る。
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に比 べ る と登 録 内容 は限 定 され て い るが,こ れ も市 民 に対 す る環 境 情 報 提

供 制 度 の1つ で あ る と言 え る。

その 後,1990年 環 境 保 護 法(11⇒が 制 定 され た こ と に よ り,廃 棄 物 に関 す る

規 制 当局 は廃 棄 物 規 制 当局(wasteregulationauthority),廃 棄 物 収 集 当

局,廃 棄 物 処理 当 局 に再編 され,廃 棄 物 処 理 に 関 す る免 許 制 度 に つ い て は,

その 責 任 が 廃 棄 物 規 制 当局 に委 ね られ る こ と とな っ た。 同法 の 下 で は,従

来 の廃 棄 物 処 理 免 許 は 「廃 棄 物 管 理 免 許(wastemanagementlicence)」

とな り,こ れ は規 制 廃 棄 物 を堆 積,処 理,保 管 す る場 合 に必 要 と され る。

な お,そ の 後 の1995年 環 境 法 が 廃 棄 物 規 制 当局 の 権 限 を 環 境 庁 へ と移 管 し

た た め,現 在 で は,廃 棄 物 管 理 免 許 の 付 与 は環 境 庁 が 行 って い る㈹。

(2)公 的登録簿

このような中,1990年 環境保護法は廃棄物処理に関する公的登録簿制度

を導入 しており,そ の詳細は1994年 廃棄物管理免許規則(1iDに規定されてい

た。これは水質汚濁に関する同制度をモデルに制定 されたものであ り,

1974年 汚染規制法の規定 していた免許登録簿よりも登録情報の範囲を広範

囲に定めるなど,市 民にとってより利用 しやすい規定 となっている㈹。こ

の公的登録簿に登録された情報を入手することによって,市 民は廃棄物処

理の全体像 を得 ることが可能にな った㈹。なお,現 在,廃 棄物処理に関

(172)EnvironmentalProtectionAct1990

⑬ 本 稿 で は,1995年 環 境 法 制 定 以 前 の法 律 に つ い て も検 討 す るが,従 前 の 「廃

棄 物 規 制 当局 」 で は な く,現 在 の規 制 当局 で あ る 「環境 庁」 に 統 一 して 記 述 す

る。

(17DWasteManagementLicensingRegulations1994

(17t)SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.117.

(1⑥Ibid.,p.118.
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す る公 的 登 録 簿 の 詳 細 に つ い て は,2007年 環 境 許 可(イ ン グ ラ ン ド及 び

ウ ェ ー ル ズ)規 則 ㈹ が 規 定 を 置 い て い る。

(a)登 録内容

2007年 規則によると,環 境庁は,① 免許の申請に関する全ての情報,②

環境庁によって出された全ての通知の詳細,③ 免許の申請や免許変更の申

請に伴って提出された情報,④ 免許の付与や変更の詳細,⑤ 環境庁の決定

に対する審査請求に関する通知,あ るいは審査請求に関する文書の詳細,

⑥環境庁によるモニタリング情報,及 び免許の条件として事業者に対 して

課せ られたモニタリングについて環境庁に提出された情報,⑦ 環境影響評

価に関 して環境庁によって出された報告書,⑧ 同規則の下で環境庁によっ

て出された指示,⑨ 訴追の有無,及 びその詳細,⑩ 全ての焼却施設の一覧

などを登録 しなければな らない㈹。同規則は環境庁に対 して,廃 棄物処理

による環境汚染や健康被害が生 じないよう確保する義務を課 しており,環

境庁はその義務の遂行のために廃棄物処理施設のモニタリングを行うこと

となる。このモニタリングに関する情報も含め,公 的登録簿には免許登録

簿よりも幅広い環境情報が登録されている。なお,現 在でも免許登録簿は

維持され,公 的登録簿と共に活用されている。

また環境庁は,公 的登録簿の内容を市民が適切な時間帯であれば無料で

閲覧することができる状態を確保 し,適 切な手数料を支払うことによって

その複写を取得することのできる設備を整えなければな らない㈹。

(17りEnvironmentalPermitting(EnglandandWales)Regulations2007

(178)Ibid.,Sch19.s.1.

(1ゆIbid.,reg.46(8).
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(b)例 外規定

廃棄物処理に関する公的登録簿制度にも,水 質汚濁の場合と同様に2つ

の例外が規定されている。2007年 規則47条 は国家安全に反する情報を,48

条以降は商業的 ・産業的秘密性を有する情報を公的登録簿か らそれぞれ除

外する旨を規定 している。なお,そ れぞれの規定は,水 質汚濁に関する公

的登録簿か らの除外情報について規定 した1991年 水資源法191A条 及 び

191B条 と同様のものである(lso)。

第3節 総 合 的 汚 染 規 制 及 び 大 気 汚 染 規 制

(1)概 要

イ ギ リスで は,1990年 環 境 保 護 法 の 下,総 合 的 汚 染 規 制 及 び地 方 公 共 団

体 に よ る大 気 汚 染 規 制(lntegratedPollutionControlandLocalAuthor-

ityAirPollutionControl)(181)制 度 が 導 入 さ れ た 。 こ れ は 指 定 有 害 物 質 を

排 出す る指 定 事 業,産 業 施 設 を 対 象 と して,当 該 有 害 物 質 の 環 境 媒 体 へ の

排 出 を総 合 的 に規 制 す る制 度 で あ り,「 一形 態 の汚 染 を 削 減 す る こ と は他

の 形 態 の 汚 染 を 増 加 させ る こ と につ な が る お それ が あ る。 その た め,大 気

汚 染 の み を 単 独 で 規 制 す る よ りも総 合 的 に汚 染 を 規 制 す る方 が 産 業 施 設 に

よ って 引 き起 こ され る環 境 問 題 に 対 す る よ りふ さ わ しい解 決 策 に な る」嚇

(18①本稿第2章 第1節(3)参 照。

(181)総合的汚染規制及 び地方公共 団体 による大気 汚染 規制 制度 について はわが国

にも先行研究が存在す るため,本 稿 では概 略的な紹 介に とどめたい。なお先行

研究 と して は,主 に以下 の ものが挙 げ られる。八木 保夫 「イギ リス環境行政法

にお ける総合的汚染規制 システム:1990年 環境保護法 の許可 制を中心 として(1)

一(4・ 完)」(以 下,八 木 「イギ リス環境行政法(1)」のよ うに引用)富 大経済論

集39巻3号,40巻2号(1994年),43巻3号,44巻1号(1998年),柳 「欧州環

境汚染規制法(5)」環境管理35巻3号(1999年),柳 ・前 掲注(122)269-281頁,大塚

直 「環境法 の新展開第18回 一統合 的汚染 防止規制 ・統合 的環 境保 護をあ ぐる問

題 につ いて」法学教室325号(2007年)111-112頁 。

(182)RCEPFifthReport(1976).
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とす るRCEPの 第5報 告 書 に お い て初 め て提 唱 され た概 念 で あ る。

RCEPは 総 合 的 汚 染 規 制 の 趣 旨 と して 「最 適 な 環 境 問 題 の 解 決 策(best

practicableenvironmentaloption:BPEO)」 とい う概 念 を掲 げ た上,1984

年 の 第10報 告 書,1985年 の 第11報 告 書 を 通 じて この 問 題 を 扱 い続 け,1988

年 の 「最 適 な 環 境 問 題 の解 決 策 」 と題 した第12報 告 書 ㈹ にお いて,同 制 度

の 導 入 を 促 す 最 終 的 な 提 言 を 行 っ た。 そ して,同 年 に は制 度 の 導 入 が 検 討

され 始 め,1990年 環 境 保 護 法 の 制 定 と 同時 に その 第1編 にお いて 総 合 的 汚

染 規 制 制 度 の 導 入 が 実 現 したの で あ る㈹。

1990年 法 第1編 は総 合 的 汚 染 規 制 と同 時 に地 方 公 共 団 体 に よ る大 気 汚

染 規 制 に関 す る制 度 も導 入 して お り,そ れ ぞ れ にお いて 規 制 当 局 は異 な っ

て い る。 総 合 的 汚 染 規 制 に関 す る権 限 は英 国汚 染 検 査 局(HerMajesty's

InspectorateofPollution,以 下HMIP)㈹ に よ って 行 使 され,大 気 汚 染 規

制 に関 す る権 限 は 同法 が 指 定 す る地 方 公 共 団 体 に よ り行 使 され る こ と とな

るの で あ る(18e。な お,1995年 環 境 法 に よ りHMIPは 環 境 庁 に統 合 され た た

(183)SeeRCEPTwelfthReport(1988)BestPracticableEnvironmental

Option,Cmnd310。

(18Dな お,1996年 にEU指 令 で あ る総 合 的汚 染 防止 規 制 指 令(IntegratedPol-

lutionPreventionandControlDirective)が 導 入 さ れ た こ とに よ り,イ ギ

リス は従 来 の総 合 的 汚 染 規 制 及 び地 方 公 共 団体 に よ る大 気汚 染 規 制 制 度 を 変 更

し,1999年 汚 染 防 止 規 制 法(PollutionPreventionandControlAct1999)

の 下 で,2000年 汚 染 防 止 規 制(イ ン グ ラ ン ド及 び ウ ェ ー ル ズ)規 則(Pollu-

tionPreventionandControl(EnglandandWales)Regulations2000)

を 制 定 した 。 新 制 度 は従 前 の制 度 に比 べ て 指定 事 業 の対 象 を 増 や した り,規 制

当 局 を 従 来 の英 国 汚 染 検 査 局 か ら環 境 庁 に変 更 した り して い る 。 な お,公 的 登

録 簿 制 度 につ いて は従 来 の制 度 か ら変 更 は な い た め,本 稿 で は 総 合 的 汚 染 規 制

制 度 が 初 め て 導 入 され た1990年 環 境 保 護 法 上 の制 度 に基 づ い て 検討 を 行 う こ と

とす る。

㈹HMIPは,環 境 省(DepartmentoftheEnvironment)の 内 部 部 局 で あ

るが,独 立 性 を 保 障 さ れ た行 政 機 関 で あ る。 八 木 「イ ギ リス 環 境 行 政 法(1)」 富

大 経 済 論 集39巻3号(1994年)266頁 。

(18Φ木 村 実 「1990年 イ ギ リス環 境 保 護 法 に つ い て」 社 会 科 学3巻2号(1995年)/
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め,従 来HMIPが 規制することとなっていた領域については,現 在では環

境庁が規制権限を行使することとなっている。この制度において,環 境庁

は,大 気,水,土 壌など様々な環境媒体に対 して汚染物質が排出されない

よう規制権限を行使することができるが,地 方公共団体による規制権限は

大気汚染に対 してのみ行使できるものである。

同法は,規 制の対象となる事業及び物質を指定 しており,こ れ らはいず

れも1991年 環境保護(指 定事業及び指定物質)規 則(18Dが詳細に分類 してい

る㈹。さらに同規則は,環 境庁が権限を有する総合的汚染規制の対象とな

る事業をAリ ス トに,地 方公共団体が権限を有する大気汚染規制の対象と

なる事業をBリ ス トに分類 し㈹,そ れぞれの業種を詳細に指定する㈲。

総合的汚染規制では環境庁が指定事業における指定物質の排出を規制す

ることになるが,そ の中心的手段が許可制度の導入である。1990年 法は,

規制当局か ら事前に許可を受けることな くして指定事業を操業することを

禁止 しており㈲,こ の操業許可には条件を付与することができるとされて

いる。同法は総合的汚染規制の趣旨として,先 にも述べた 「最適な環境問

題の解決策」と共 に,「過度の費用負担を伴わず利用可能な最善の技術

(bestavailabletechniquesnotentailingexcessivecost:BATNEEC)」 が

＼48頁 参 照 。

(18DEnvironmentalProtection(PrescribedProcessandSubstances)

Regulations1991

㈹ 同 規 則 は指 定 物 質 と して大 気 へ の硫 黄 酸 化 物,水 へ の 水銀,土 壌 へ の ア ル カ

リな ど50種 類 の 物 質 を 列 挙 して い る。

㈹Bリ ス トに指 定 され る事 業 は,Aリ ス トに 指定 され る事 業 よ り も比 較 的 軽 微

な 大 気 汚 染 しか 生 じさ せ な い もの で あ り,総 合 的 な 汚 染 管 理 に よ る実 益 が な

い と判 断 さ れ た もの で あ る。 柳 「欧 州 環 境 汚 染 規 制 法(5)」 環 境 管 理35巻3号

(1999年)50頁 参 照 。

(190)そ れ ぞれ の事 業 の詳 細 につ い て は,八 木 「イ ギ リス環 境 行 政 法(1)」 富 大 経 済

論 集39巻3号(1994年)275頁 参 照 。

(19DEnvironmentalProtectionAct1990,s.6(1).
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事業者によって講 じられることを挙げており,こ の総合的汚染規制は 「明

らかに従来とは違 った野心的なアプローチ」働を採用 していると評価 され

ている。

(2)公 的登録簿

(a)1990年 環境保護法

このような環境庁による総合的汚染規制及び地方公共団体による大気汚

染規制に関する制度についても,水 質汚濁や廃棄物処理の場合と同様に公

的登録簿が導入されている。第1章 で論 じたように,大 気汚染関連情報に

ついては,1974年 労働衛生安全法がアルカリ検査団による職務の遂行に関

する情報を公開 しないよう規定 していたため,同 規定は様々な批判を受け

ており,RCEPは これ らの制限を排除するべきであるという勧告を続けて

いた。そのような中,1990年 環境保護法の下で導入された総合的汚染規制

及び地方公共団体による大気汚染規制制度は,公 的登録簿を導入すること

によって大気汚染関連情報の秘密性を排除 し,情 報をより広 く公開するよ

う規定 したのである。

1990年 法によると,総 合的汚染規制についての責任を有する環境庁と大

気汚染規制についての責任を有する地方公共団体は,そ れぞれの規制の対

象である指定事業 に関す る情報を公的登録簿 に登録 しなければな らな

い⑯。なお,地 方公共団体は,管 轄区域内における指定事業に関する情報

を登録する義務を負うが,そ れに加えて,当 該区域内で環境庁が規制する

事業についても,環 境庁の登録 した内容と同様のものを公的登録簿に登録

しなければな らないとされる㈹。

㈹ 柳 「欧 州 環 境 汚 染 規 制 法(5)」 環 境 管 理35巻3号(1999年)44頁 。

(193)EnvironmentalProtectionAct1990,s.20(1).

(1901bid.,s.20(2).
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公的登録簿に登録 される内容についても1990年 環境保護法が定めてお

り,そ こには,許 可申請の詳細,付 与 された許可に関する情報,変 更通知,

執行通知,禁 止通知,許 可の取 り消 し,審 査請求に関する情報,許 可の条

件を履行 したことによって取得された情報,環 境大臣による規制当局に対

する指示に関する情報などが含まれている㈹。

また1990年 法によると,市 民はこの公的登録簿を適切な時間であれば,

無料で閲覧することができ㈹,さ らに市民は適切な手数料を支払うことに

よって登録簿の内容の複写を取得することが可能である㈹。

(b)1991年 環境保護(申 請,審 査請求,登 録)規 則

登録情報の内容については,1991年 環境保護(申 請,審 査請求,登 録)

規則㈹が1990年 法 よりもさらに詳細に規定 している。同規則によると,環

境庁及び地方公共団体は,許 可申請の詳細,付 与された許可の詳細,変 更

通知,執 行通知,禁 止通知など1990年 環境保護法に規定されている情報に

加え,許 可が付与された場合に指定事業が行われるであろう地域における

環境影響評価についての規制当局による報告を登録 しなければならない㈹。

もしこの報告 によって予見 される環境への影響が深刻な ものであるな ら

ば,市 民が許可の付与に対 して異議を唱えることになるであろうことか

ら,許 可決定に対する市民による監視を強化することにつながる㈹。

(19t)Ibid.,s.20(1).

(1901bid.,s.20(7)(a).

(19DIbid.,s.20(7)(b).

(198)EnvironmentalProtection(Application,AppealsandRegisters)

Regulation1991

(199)Ibid.,reg.15(n).

㈹GiseleBakkenist,op.cit.,pp.191-192.
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また,同 規則は,指 定事業に関するモニタリングによって得られた情報

を登録するよう要求 しており㈹,こ れには規制当局によるモニタ リングの

結果として得 られた情報,及 び許可の条件として事業者に課せられ,規 制

当局に提出された情報が含まれる。1990年 法は,事 業者に対 して指定事業

に関するモニタリングを特に義務付けてはいないが,許 可の条件としてモ

ニタリング及びその結果の規制当局への提出を事業者に課すことが通例と

なっている幽。また,規 制当局にもモニタ リング義務は課せ られていない

が,当 局は総合的汚染規制の目的を果たすために,自 発的なモニタリング

を行い,そ れによって得 られた情報が登録されるのである。なお,モ ニタ

リングに関する情報については,4年 間登録簿に記載される㈹。

(c)例 外規定

ここでも水質汚濁や廃棄物処理に関する公的登録簿制度と同様の例外が

規定されており,国 家安全に反する情報については1990年 法21条 に,商 業

的秘密情報に関 しては1990年 法22条 にそれぞれ定められている。

導入当初の調査データを見ると,1991年 か ら1992年の1年 間で,67の 許

可申請者が商業的秘密性を理由に情報を登録簿か ら除外するよう要求 して

いたが,除 外を認められたのはその内24の 申請 にとどまるc2。D。申請数 に対

して除外数が大幅に少ない理由として,GiseleBakkenistは,商 業的秘密

性に関する英国汚染検査局(現 在では環境庁)に よって採られた厳格な態

度の証明であり,規 制当局が登録簿から除外される情報を必要最低限に抑

⑳EnvironmentalProtection(Application,AppealsandRegisters)

Regulation1991,reg.15(1).

(202)柳 「欧 州 環 境 汚 染 規 制 法(5)」 環 境 管 理35巻3号(1999年)49頁 。

㈹EnvironmentalProtection(Application,AppealsandRegisters)

Regulation1991,reg.17.

⑳GiseleBakkenist,op.cit.,p.198.
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え るべ き で あ る と考 え て い た こ とを挙 げ て い る⑳。

(3)公 示制度,目 録制度

総合的汚染規制及び大気汚染規制に関 しても,公 的登録簿以外の情報提

供制度が存在す る。「公示制度」 と 「目録制度」がそれであり,特 に後者

は現在のイギ リスにおいて非常に注 目されている環境情報提供手法であ

る。

(a)公 示制度

総合的汚染規制に関する許可申請が行われた場合には,そ の申請の内容

を地方新聞とロン ドン官報に掲載 し,一般 市民に公示することが義務付け

られている㈹。なお,こ の公示は,許 可申請が受理された14日 後か ら28日

が経過するまでに行われなければな らずeoD,も し公示から28日以内㈹に市

民か ら何 らかの意見が寄せ られた場合には,規 制当局は許可付与について

の判断を行う際にそれを考慮 しなければな らない四。

(b)汚 染目録

先述 したように,イ ギ リスでは,規 制当局の裁量によって総合的汚染規

制の下での操業許可の条件として事業者にモニタリングの義務を課 し,そ

のモニタリングの結果得 られたデータを公的登録簿 に登録 している。環

境庁は1992年 以降,そ のような公的登録簿に登録されたデータを基 に,

⑫⑮Ibid.

(20①EnvironmentalProtection(Application,AppealsandRegisters)

Regulation1991.,reg.5(1).

(20DIbid.,reg.5(2).

(20DIbid.,reg.5(3)(e).

㈲EnvironmentalProtectionAct1990,sch1.s.2(5).
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汚 染 物 質 の 排 出 量 な ど につ い て 記 載 した 「化 学 物 質 排 出 目録(Chemical

ReleaseInventory)」 を 作 成 し,公 的 登 録 簿 に続 く第2の 環 境 情 報 提 供 制

度 と して 市 民 に公 表 して い た⑳。

「化 学 物 質 排 出 目録 」 は,物 質 ご と,あ るい は地 域 ご と に集 計 した 化 学

物 質 の 排 出 量 を デ ー タ ベ ー ス 化 した もの で あ り,環 境 保 護 団 体 で あ る

FriendsoftheEarthが そ れ を イ ン タ ー ネ ッ ト上 で 公 開 して い た。 これ

は,モ ニ タ リン グ結 果 か ら導 か れ る環 境 状 態 や 汚 染 状 況 と い う市 民 が 公 的

登 録 簿 に よ って 入 手 す る こ との で き る情 報 を よ り入 手 しや す い よ う に した

も の と して 一 定 の 評 価 を 受 け て い た。 しか しそ れ と 同 時 に,Friendsof

theEarthは,事 業 に よ って排 出 を 規 制 され る化 学 物 質 も異 な る上,記 載

され る情 報 の 範 囲 が 狭 く,さ らに モニ タ リン グ につ いて も法 律 が 義 務 付 け

て い たわ けで はな か っ た た め,「化 学 物 質 排 出 目録 」に記 載 され な い施 設 も

存 在 す る こ とな どを 理 由 に 同制 度 の 改 善 を 主 張 して いた ⑳。

その よ うな 中,1996年 のEUに お け る総 合 的 汚 染 防 止 規 制 指 令 の 導 入 を

契 機 に 「化 学 物 質 排 出 目録 」の 改 革 が 行 わ れ,1998年 には 「汚 染 目録(Pollu-

tionInventory)」 と名 称 が 変更 され た。 そ れ と同 時 に,環 境 庁 は,当 該 目

録 に記 載 す るべ き化 学 物 質 を 明 確 化 し,さ ら に対 象 施 設 を 拡 大 す る こ と に

よ って 同制 度 の 信 頼 性 を 向 上 させ よ う と した 。 また,1999年 汚 染 防 止 規 制

法 は,事 業 者 に対 して,① 排 出 に関 す る情 報,② エ ネ ル ギ ー 消 費 及 びエ ネ

⑳ イギ リス に お け る 「化 学 物 質 排 出 目録 」 に つ い て は,織 朱 実 「環 境 リス ク と

環 境 情 報 公 開 」環 境 法 研 究24号(1998年)69-70頁,同 「環 境 情 報 公 開 とPRTR

制 度 の 国 際 的 動 向 」 資 源 環 境 対 策34巻1号(1998年)47-48頁,同 「諸 外 国 の

PRTR制 度 の動 向」環 境 管 理34巻3号(1998年)22-23頁,ク ラ ウデ ィア ・フ ェ

ネ ロー ル 「PRTRの 背 景 と各 国 の実 施状 況」 季 刊 環 境 研 究116号(2000年)42

頁 等 参 照 。

⑳FriendsoftheEarth,"WhatisWrongwiththeChemicalRelease

Inventory"

(http://www.foe.co.uk/pubsinfo/briefings/html/19971215145311.html)
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ルギー効率に関する情報,③ 廃棄物に関する情報の収集と提供を義務付

け㈹,さ らに2000年 汚染防止規制(イ ングラン ド及びウェールズ)規 則は,

目録への登録のための情報収集を環境庁 に義務付けている⑳。 これによっ

て規制当局が入手する情報は大幅に増加 し,そ れ らを記載 している 「汚染

目録」の信頼性は大幅に向上 したのである。現在では環境庁がイ ンター

ネ ット上脚でグラフや地図などの情報と共に地域別に 「汚染目録」を公表

し,郵 便番号などでの検索も可能となっているため,利 便1生,実 用性も格

段に進歩 していると言えよう。なお,「汚染 目録」は毎年新たに更新 され,

公表されており,排 出場所の住所やその経路,化 学物質の種別や排出量な

どが記載されている鱒。

「汚染 目録」のインターネットによる公表の成果として,イ ングラン ドと

ウェールズでの大気中への発がん性物質の排出量が1998年 の15,000ト ンか

ら,2001年 には7,800ト ンへと削減されてお り㈹,統 計上も大きな成果を上

げていると言われている。この 「汚染 目録」はいわゆるPRTR制 度 とし

て活用 されていることか ら,イ ギ リスはPRTR制 度導入の基礎を1990年

代か ら確立 していたのである。

(c)国 立大気汚染目録

さらにイギリスには大気汚染について独自の情報提供制度が存在するた

⑳PollutionPreventionControlAct1999,s.11.

(213)PollutionPreventionandControl(EnglandandWales)Regulations

2000,reg.28(3).

⑳ 「汚 染 目録 」 につ い て は 以 下 の ホ ー ムペ ー ジか ら閲 覧 可 能 で あ る。

http://www.environment-agency.gov.uk/

㈹ な お,公 的 登 録 簿 制 度 と 同様,国 家 安 全 に反 す る情報 及 び 商 業 的 秘 密 情 報 に

つ い て は 「汚 染 目録 」 に は記 載 され な い 。

⑳ 中 地 重 晴 「市 民 参 加 に よ る有 害 化 学 物 質 管 理 」 環 境 情 報 科 学32巻2号(2003

年)11頁 。
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め こ こで 紹 介 す る。1995年 環 境 法80条 は 大 気 汚 染 規 制 に関 して 国 際 的 動

向 に 合 わ せ る よ う 策 定 さ れ た 「国 家 大 気 質 戦 略(NationalAirQuality

Strategy)」 の 下 で の 義 務 を 国 務 大 臣 が 積 極 的 に果 た す よ う規 定 して お

り,そ の よ うな 中で 大 気 汚 染 に関 す る環 境 情 報 提 供 制 度 の 改 革 が 積 極 的 に

進 め られ て い た。 そ の よ うな 改 革 の 一 環 と して,現 在,イ ン グ ラ ン ド環 境

食 糧 農 林 省,ウ ェー ル ズ議 会,ス コ ッ トラ ン ド政 府,北 ア イル ラ ン ド環 境

省 の 合 同 出資 に よ って設 立 され た 「国 立 大 気 汚 染 目録(NationalAtmos-

phericEmissionsInventory)」 が,イ ギ リス国 内 にお け る大 気 汚 染 につ い

て の モ ニ タ リ ン グ結 果 を イ ンタ ー ネ ッ ト上 で 詳 細 に公 表 して い る ⑳。 な

お,こ の 目録 に は 自家 用 車 や トラ ック,工 場 や 発 電 所 な ど あ ら ゆ る大 気 汚

染 の 発 生 源 に関 す る情 報 が 分 野 ご と に記 載 され て お り,市 民 は イギ リス国

内 に お け る全 て の 地 域 の 大 気 状 態 を イ ン ター ネ ッ トを 通 じて 容 易 に閲 覧 す

る こ とが で き るの で あ る。

第4節 その他の領域

ここまでに見た水質汚濁,廃 棄物処理,総 合的汚染規制及び大気汚染規

制に関するもの以外にも,エ ネルギー効率,森 林管理,殺 虫剤,石 油流出,

波浪など,イ ギリスには合計50種 類以上の公的登録簿が導入されており㈹,

市民に対する環境情報提供手法として幅広 く活用されている。ここでは,

さらに3領 域における公的登録簿制度について簡潔に紹介 した後で,公 的

登録簿と類似の騒音 レベル登録簿について検討する。

⑳ 「国 立 大 気 汚 染 目 録 」 に つ い て は 以 下 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら 閲 覧 可 能 で あ る 。

http://www.naei.org.uk/

ωJeremyRowan-Robinson,AndreaRoss,WilliamWaltonandJulie

Rothnie,op.cit.,[1996]8JournalofEnvironmentalLaw,p.23.
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(1)放 射性物質

放射性物質の処理に関する規定として,現 在,1993年 放射性物質法㈹が

適用されている。1993年 法によると,放 射性物質を保管あるいは利用 しよ

うとする事業者は,環 境庁の主任検査官(chiefinspector)(220に それを申請

し,登 録を行わなければな らない⑳。さらに同法は,放 射性物質の処理,集

積を行おうとする者は主任検査官にその旨を申請 し,許 可を付与されなけ

ればならないと定めており㈹,ま た,主 任検査官が許可を付与するかどう

かの判断を行う際に関係地方公共団体が予防措置をとるべきであると考え

た場合には,許 可の付与を行う前に地方公共団体との協議を行わなければ

な らないとする㈹。

このような規制が行われる中,1993年 法は放射性物質に関する公的登録

簿制度を導入 している。同法によると,主 任検査官は,あ らゆる申請に関

する文書,主 任検査官か ら出された文書,国 務大臣の指示により主任検査

官から地方公共団体に対 して送付された文書の複写を公的登録簿に登録

し,当 該情報が商業的秘密に反すると主任検査官が判断 した場合,あ るい

は当該情報が国家安全に反すると国務大臣が判断 した場合を除いて,市 民

に対 して提供 されなければならない(22D。さらに,公 的登録簿制度に関する

義務は主任検査官だけではな く,関 連地方公共団体にも課せ られており,

地方公共団体は主任検査官か ら非公開の指示がない限 り,地 方公共団体に

対 して送付された文書を公的登録簿に登録 しなければならないとされる㈱。

⑳RadioactiveSubstancesAct1993

⑳1993年 法4条 の 下 で 国 務 大 臣 が 任 命 し た 者 で あ り,放 射 性 物 質 の 処 理 な ど に

関 す る 責 任 を 有 す る 。

ωRadioactiveSubstancesAct1993,s.6.

(222)Ibid.,ss.13,14.

(22DIbid.,s.18.

(22DIbid.,s.39(1).

(22t)Ibid.,s.39(2).
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そして,市 民は,適 切な時間であれば無料で公的登録簿に登録された内容

を閲覧することができ,適 切な手数料を支払えば複写を取得することがで

きる脚。

(2)GMO

イギ リスでは,1990年 環境保護法 が遺伝子組換 え生物(Genetically

ModifiedOrganisms,以 下GMO)に 関する様々な活動を規制 している。

同法によると,GMOを 輸入,取 得,解 放,市 場化 しようとする者は,環

境への被害発生にかかわるリスク評価を実施 し,何 らかの活動を行おうと

する意思を環境食糧農林大臣に通知する脚と共に,大 臣からの同意を得な

ければならない㈹。そして環境食糧農林大臣はGMOに 関する当該活動が

環境に対するリスクを引き起こすと判断 した場合には禁止通知を出すこと

ができる脚。

GMOに 関する公的登録簿制度は1990年 法及び2002年 遺伝子組換え生物

(解放)規 則c23i⊃に規定されている。2002年 規則によると,大 臣は,① リスク

評価の詳細及び提出された通知の詳細,② 大臣か らの指示の詳細,③ 禁止

通知の詳細(名 前,住 所,理 由など),④ 同意の申請の詳細,⑤ 大臣によっ

て付与された同意の詳細や同意の条件として大臣に提出された情報,⑥ 訴

追の有無,及 びその内容などを公的登録簿に登録 しなければならず㈹,そ

(22ΦIbid.,s.39(5).

(22DEnvironmentalProtectionAct1990,s.108.

(228)Ibid.,s.111.

(229)Ibid.,s.110.

(23のGeneticallyModifiedOrganisms(DeliberateRelease)Regulations

2002

(231)Ibid.,reg.34.
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の中でも禁止通知の詳細,同 意申請の詳細,付 与された同意の詳細につい

ては12日以内に登録されなければならない㈹。さらに,他 の公的登録簿制

度と同様,も し大臣が情報の登録が国家安全,商 業的秘密性に反 している

と判断 した場合には,当 該情報は登録簿から除外されることになる⑳。ま

た,公 的登録簿は適切な時間であれば無料で市民が閲覧することができ働,

適切な手数料を支払えば複写を取得することができる㈱。

(3)土 壌汚染

土壌汚染規制㈹に関する公的登録簿制度については1990年 環境保護法及

び2006年 土壌汚染(イ ングランド)規 則c23Dが規定 している。1990年 法は環

境庁に対 して,土 壌汚染指定通知,土 壌汚染改善通知やそれに対する審査

請求などの詳細を公的登録簿に登録するよう要求 し,ま た,地 方公共団体

に対 して,環 境庁か ら地方公共団体へ送付された文書の詳細を登録するよ

う要求する㈹。 ここでも他の領域における公的登録簿 と同様,当 該情報が

国家安全に反 していたり,商 業的秘密情報に当たる場合には当該情報は登

録簿から除外 され㈹,市 民は,適 切な時間であれば無料で公的登録簿に登

録された内容を閲覧することができ,適 切な手数料を支払えば複写を取得

することができる㈲。

(23DIbid.,reg.35.

㈹EnvironmentalProtectionAct1990,s.123.

(23ΦIbid.,s.122(2)(a).

(23,)Ibid.,s.122(2)(b).

㈹ イ ギ リ ス に お け る 土 壌 汚 染 規 制 に つ い て は,柳 ・前 掲 注 ω297-310頁 参 照 。

(23DContaminatedLand(England)Regulations2006

㈹EnvironmentalProtectionAct1990,s.78R.

㈹Ibid.,ss.78S,78T.

㈹Ibid.,s.78R(8).
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(4)騒 音

騒音規制に関 しては,公 的登録簿と類似の騒音 レベル登録簿が1974年 汚

染規制法によって導入されている⑳。1974年 法は地方公共団体に対 して騒

音防止区域を指定 し㈹,そ の区域内の施設から発生する騒音のレベルを測

定する裁量権を与えていた㈹。そして地方公共団体はこれ らの測定結果を

騒音 レベル登録簿に登録する鱒と共に,そ の測定結果を施設の所有者に通

知することとされていた㈹。なお,通 知を受けた者は28日以内であれば大

臣に対 して審査請求をすることが可能である㈹。騒音 レベル登録簿 に登録

されるべき内容の詳細については,1976年 騒音規制(測 定結果及び登録)

規則㈲が施設の住所や種類,測 定手段及びその結果を登録する旨を規定 し

ていた㈹。なお,こ の騒音レベル登録簿についても市民は適切な時間であ

れば無料で登録簿を閲覧することができ,適 切な手数料を支払えば複写を

取得することができる㈹。

第5節 公的登録簿制度の利用状況

それでは公的登録簿制度の利用状況はどのようになっているのだろう

か。Wolf&Stanleyに よると,制 度の導入当時には以下のような利用が

⑳ イ ギ リ ス に お け る 騒 音 規 制 に つ い て,詳 し く は,板 倉 宏 ・小 針 健 慈 「イ ギ リ

ス に お け る 騒 音 ニ ュ ー サ ン ス 規 制 」 日本 法 学61巻4号(1996年)601頁 以 下,飯

塚 ・前 掲 注 ㈲27頁 参 照 。

⑳ControlofPollutionAct1974,s.63.

(213)Ibid.,s.64(1).

(2vaIbid.,s.64(2).

(240)Ibid.,s.64(3).

(21DIbid.

(21DControlofNoise(MeasurementandRegisters)Regulations1976

(248)Ibid.,reg.6(1).

⑳ControlofPollutionAct1974,s.64(7).
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見込 まれていた。「NGO団 体(例 えばFriendsoftheEarthや グ リーン

ピース)が 規制当局や政府省庁の政策変更や許可決定に対するロビー活動

を行うために情報を入手するであろう。また,環 境汚染の被害者は賠償請

求訴訟を提起する際に違法性の証拠として登録簿の情報を活用することが

できるし,NGO団 体や市民は政策,許 可決定,規 制当局の裁量権の行使な

どについて司法審査を請求する際に登録簿の情報を利用することが可能で

ある。さらに環境コンサルタン トは顧客に対する汚染緩和技術や環境改善

事業の提案のためにこれ らを利用するであろうし,産 業界や商業界は競合

者の製品について知るために登録された情報を利用することができるであ

ろう。さらに銀行などの金融界は顧客の排出する環境 リスクの レベルにつ

いて判断するために登録簿を利用することが可能である」㈹。

しか しなが ら,制 度の導入当初は,公 的登録簿か ら情報を入手 しようと

した市民は少な く,水 質汚濁 に関す る調査によると,制 度が導入された

1985年8月 か ら1986年12月 までの間,居 住者が数百万人の地域でも公的登

録簿の利用数は合計230件 にとどまっていた¢ID。その後,1990年 のNRA報

告書によると,公 的登録簿の利用数は以前に比べて増加 しているようであ

るが,SimonBall&StuartBellは 全体の人口との割合か ら見ると登録簿

の利用は著 しく少ないと述べている㈱。

公的登録簿の利用率の低さにはいくつかの理由がある。第1に,市 民に

よる環境汚染及び公的登録簿 に対す る認識や関心が低 いことが挙げられ

る㈱。多 くの市民は様 々な環境汚染領域においてそれぞれどのような機関

㈲Wolf&Stanley,op.cit.,p.472.

㈲SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.124.

(25DIbid.,p.125.

(253)T.P.Burton,op.cit.,[1989]1JournalofEnvironmentalLaw,p.

192.

200



イギ リスにお ける環境情報提供手法

が規制活動を行っているか,ま た,た とえ何 らかの情報を入手 しようとし

て もそれを どこに要求すればよいのかの知識を持たないのである。T.P.

Burtonに よると,こ のような市民の認識を促進するもっとも直接的な手

段は,公 的登録簿制度の存在について市民に周知させるための活動を行う

ことである働。 このような状況の下,イ ギ リス政府は 「環境の現実:環 境

情報に関する公的登録簿制度の利用ガイ ド」㈹と題 したガイ ドブックを発

行 したり㈹,NRAは その報告書の付録として公的登録簿を保有す る規制

当局の リス トを掲載 したりすることによって,市 民に対する普及活動を積

極的に行ってきた㈱。

第2に,情 報へのアクセスの困難 さが挙 げられる幽。1995年 環境法 に

よって環境庁が設立される以前は,水 質汚濁に関する公的登録簿は関連地

域を管轄するNRAが,廃 棄物処理に関する公的登録簿は関連地域を管轄

する廃棄物処理当局や廃棄物規制当局がそれぞれ保管するなど,地 域ごと

に保管されていたため,情 報を入手 したいと考える市民が居住地か ら遠方

の地域の情報を入手 しようとする場合や,複 数の地域の情報を入手 しよう

とした場合には便宜性の面で問題があった。 しか し,1995年 環境法の制定

によって,多 くの公的登録簿は環境庁が一括 して管理するようにな り,さ

らに現在では環境庁が管理する公的登録簿についてはインターネ ットを通

じて複写を申請することで環境情報を入手することができるため,こ の間

(25DIbid.,p.196.

㈱DepartmentoftheEnvironment,EnvironmentalFacts:AGuide

toUsingPublicRegistersofEnvironmentalInformation,1992.

㈲JeremyRowan-Robinson,AndreaRoss,WilliamWaltonandJulie

Rothnie,op.cit.,[1996]8JournalofEnvironmentalLaw,p.25.

⑳SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.125.

㈹T.P.Burton,op.cit.,[1989]1JournalofEnvironmentalLaw,p.

197.
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題はほぼ解決されていると言えよう。 しか しなが ら,複 写のための手数料

を支払わなければならないことが問題であると主張する学説 も存在する㈱。

第3に,公 的登録簿に登録された情報の多 くは一般 市民には解釈が困難

であるという問題がある㈹。公的登録簿は非常に多 くのデータを含んでお

り,例 えば近隣の施設が人体に悪影響を与えるような違反を行っているか

どうかの判断について,市 民の理解を助けるような解釈指針が存在 しない

のである㈹。SimonBall&StuartBellは,こ のような問題を解決するた

めには,情 報の正確な解釈を手助けす る専門家職員を配置す るべきであ

り,こ れが公的登録簿の利用を確保するために必要不可欠なものであると

主張 している。

このように公的登録簿にはいくつかの問題点があり,こ れか らも更なる

改善の余地があると考えられている。 しかしながら,近 年ではイ ンター

ネ ットの普及により,環 境庁をはじめとする規制当局に対 してホームペー

ジを通 じて登録情報の複写を申請することができ,世 界中の人々が公的登

録簿か ら環境情報を入手することが可能になるなど,利 用は格段に増加す

るであろうと考え られる。このような制度の充実は,環 境情報の秘密性を

重視 していた時代に比べると,環 境改善のための緩やかではあるが確実な

進展であると高 く評価されている㈹。

第6節 小 括

イギリスでは1974年 汚染規制法第2編 による水質汚濁に関する公的登録

㈱Wolf&Stanley,op.cit.,p.471.

㈹SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.126.

㈹Wolf&Stanley,op.cit.,p.471.

㈹SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.127.
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簿制度の導入を契機に,様 々な環境汚染領域において同様の制度が規定さ

れた。それにより従来のような環境情報の秘密性は排除され,市 民が公的

機関の保有する環境情報ヘアクセスしやす くなったと考えられている。

本稿で検討 した公的登録簿制度をまとめると以下のようになる。

領域

水質汚濁

廃棄物処理

総合的汚染
規制 ・大気
汚染規制

放射性物質

登録内容

・排 出同意の 申請の詳細

・付与 された排出同意の

詳細

・水質 目標 に関す る通知

・サ ンプル に関す る情報

・禁止通知,執 行通知

・訴追の有無及びその内

容な ど

・廃棄物管理免許の申請

の詳細

・付与 された免許の詳細

・モニ タ リング結 果の詳

細

・訴追の有無及びその内

容な ど

・許可 申請の詳細

・付与 された許可の詳細

・禁止通知,執 行通知

・規制当局 による報告の

詳細

・モニ タ リング結果の詳

細な ど

・許可 申請の詳細

・付与 された許可の詳細

・環境庁か ら地方公共団

体に送付 された文書など

根拠法規

1991年 水資源法

1996年 汚染規制(申 請,

審査請求,登 録)規 則

2007年 環境許可(イ ング

ラン ド及び ウェールズ)

規則

1999年 汚染防止規制法

2000年 汚染防止規制(イ

ングラン ド及び ウェール

ズ)規 則

1993年 放射性物質法

責任機関

環境庁

環境庁

環境庁

地方公共団体

環境庁

地方公共団体
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GMO

土壌汚染

騒音

・リス ク評価の詳細

・禁止通知の詳細

・同意 申請の詳細

・付与 された同意の詳細

・訴追の有無及びその内

容な ど

・土壌汚染指定通知の詳

細

・土壌汚染改善通知の詳

細

・審査請求の詳細な ど

・騒音 レベルの測定結果

・施設の住所,種 類

・測定手段な ど

1990年 環境保護法

2002年 遺伝子組換え生物

(解放)規 則

1990年 環境保護法

2006年 土壌汚染(イ ング

ラン ド)規 則

1974年 汚染規制法

1976年 騒音規制(測 定結

果及 び登録)規 則

環境食糧農林

省

環境庁

地方公共団体

地方公共団体

公的登録簿制度は様々な環境汚染領域において導入されているが,そ の

中の多 くが以下のような共通の特徴を有 している幽。①情報の利用可能

性:公 的登録簿は適切な時間であれば市民が無料で閲覧することができ,

また適切な手数料を支払えば文書の複写を取得することができる。②情報

の性質:公 的登録簿に登録される情報は,(a)許 可や同意の申請の詳細,(b)

事業者の氏名や住所を含む付与された許可や同意の詳細,(c)当 局による執

行の詳細,(d)審 査請求の詳細,(e)モ ニタリング結果のように規制当局ある

いは事業者によって収集された情報などである。③例外:情 報の公開が国

家安全あるいは商業的秘密に反するような場合に登録簿か ら除外される。

なお,当 該情報が商業的秘密情報に当たるかどうかに関する規制当局によ

㈹SeeStuartBell&DonaldMcGillivray,op.cit.,p.305
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る判断に不服であれば,事 業者は審査請求をすることができる。

このように,公 的登録簿にはモニタリングなどによって収集された水や

大気など環境状態や汚染状況に関する情報,す なわち規制の前提になる,

あるいは規制の結果としてあらわれるような情報と,規 制当局による許可

や同意など環境行政過程の情報の両面か ら登録されてお り,環 境 リスクを

判断する上でも規制当局の活動を監視する上でも市民にとって利用 しやす

いものとなっている。また,同 制度には国家安全に反する情報や商業的秘

密情報という除外情報が存在するが,先 述 したように,規 制当局は可能な

限 り情報の商業的秘密性を認めず,で きるだけ多 くの情報を登録簿に登録

しようとしている。

環境保護団体であるFriendsoftheEarthは,従 前から,公 的登録簿制

度は,(a)市 民がアクセスしやす く,(b)使 いやす く,(c)費用がほとんどかか

らない,(d)相 互作用的で,(e)十 分に整備されたものであるべきだと主張 し

ていたが,様 々な環境関連法規が導入 したこの公的登録簿制度は,実 際に

これ らの要件を兼ね備えたものであると評価されている㈱。

このように現在のイギ リスでは,公 的機関の保有する環境情報に関 し

て,公 的登録簿制度を中心とした市民に対する環境情報の提供が広 く行わ

れており,市 民やNGO団 体が情報を容易に入手することができるように

なっている。

第3章 わが国との比較

わが国において市民が公的機関の保有する環境情報にアクセスしようと

㈹SimonBall&StuartBell,op.cit.,p.124.
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する場合,一 般 的には情報公開法や地方公共団体の制定 している情報公開

条例に基づ く情報開示請求を行うことになる。このような制度はイギ リス

にも存在 しているが,こ れは市民か らの請求を受けて公的機関が現に保有

している情報の開示が行われるものであるため,す でに保有されている情

報以外には市民は開示請求することができないし,わ が国の場合には環境

情報に限定されたものではな く一般 的な制度であることか ら,様 々な類型

の非開示情報が規定されているという限界があると指摘されている㈹。市

民が環境情報を入手するためには,こ のような情報開示制度は必要不可欠

であるが,こ れだけでは環境1青報公開制度として完全なものではない。環

境保護を目的とした市民参加の手段としての環境情報の公開を実現するた

めには,ま ず何 らかの環境1青報提供制度を整備 し,こ れによって入手する

ことのできないような情報を市民の請求に基づ く情報開示制度によって入

手するというシステムの構築が必要であると考え られる。

わが国には,環 境情報提供制度として,環 境関連法規が公的機関に対 し

て課す,い わゆる公表制度が存在する㈹。例えば水質汚濁防止法17条 は「都

道府県知事は,当 該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にあ

る地下水の水質の汚濁の状況を公表 しなければな らない」と規定 し,ま た

大気汚染防止法24条 は 「都道府県知事は,当 該都道府県の区域に係る大気

の汚染の状況を公表 しなければならない」 と規定する¢ID。このようにわが

㈱ 黒川 ・前掲注(10)94頁参照。

㈹ 磯野弥生 「日本 にお ける情報公開法 ・環境情報の公開」環境研究135号(2004

年)60-61頁 。

㈹ 他 にも様 々な環境関連法規 が情報 の公表 を義務付 けてい る。 例えばダイオキ

シン類対策特別措置法27条3項 は,大 気,水 質及 び土壌 のダイオキ シン類 によ

る汚染の状況 に関す る調査結果 の公表 を,農 用地 の土壌 の汚染防止等 に関す る

法律12条 は,当 該都道府県 の区域 内の農用地 の土壌 の特 定有 害物 質に よる汚染

の状況 に関す る調査測定結果 の公表 を,さ らにポ リ塩化 ビフェニル廃棄物の適

正な処理の推進 に関す る特別措置法9条 は,事 業者 か らの届出に基づいた ポ リ/
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国では,様 々な環境関連法規が水質や大気の状況といったいわゆる環境状

態や汚染状況を市民に対 して公表する義務を都道府県知事や大臣に課 して

おり,こ れ らの情報は地方公共団体のホームページなど,イ ンターネ ット

を通 じて市民に広 く公表されている。市民はこれらの公表制度を通 じて地

域の環境基準達成状況などを知 ることができるのである働。また,わ が国

では高度情報通信ネ ットワーク社会形成基本法の施行を契機に,環 境省が

ホームページを通 じて大気汚染,水 質汚濁など様々な領域における環境汚

染に関する情報を公表 しており,市 民が容易に環境1青報にアクセスするこ

とのできる制度が整備されてきている¢鋤。さらに,多 くの地方公共団体が

条例によって独自に環境情報の公表を行っており,例 えば土壌汚染の領域

においては,神 奈川県や愛知県が汚染状況の公表制度を設けている㈹。

イギ リスにおいても,い わゆる汚染状況の公表制度として,先 述 したよ

うな 「汚染目録」において,大 気,水 質,土 壌などに対する排出に関する

情報やエネルギー消費及びエネルギー効率に関する情報,廃 棄物に関する

情報などを環境庁が一括 してインターネ ットによって公表 しており,さ ら

に大気汚染の状況については,イ ンターネ ットを通 じて 「国立大気汚染目

録」を閲覧することができる。

このように,両 国とも全国あるいは地域 レベルでの広範囲にわたる大気

＼塩化 ビフェニル廃棄物 の保管及 び処分 の状況 の公表をそれぞれ都道府県知事 に

義務付 けて いる。 また瀬戸 内海環境保全特別措 置法3条3項 は瀬戸内海の環境

の保全 に関す る基本 となるべ き計画 の決定 又は変更 について環境大臣 に対 して

公表を義務付 けてい る。

㈱ 北村 ・前掲注(1)191-192頁 。

㈹ 環境省及 び地方公共 団体 によるイ ンターネ ッ トを通 じた環 境情報の公表 につ

いて は,環 境法政策学会編 『環境政策 における参加 と情報 的手法 環境パー ト

ナー シップの確立 に向 けて一」(商 事法務,2003年)100頁 以下参照。

¢ゆ 土壌汚染領域 にお ける汚染状況の公表制度 について,詳 し くは,小 谷真理 「条

例 による土壌汚染対策」芝池義一 ・見上崇 洋 ・曽和 俊文 編著 『ま ちづ くり ・環

境行政の法的課題」(日 本評論社,2007年)347頁 参照。
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や水などの汚染状況の公表をインターネ ットを用いて行っており,市 民の

居住地域による情報入手に対する困難さの差異はな くな り,市 民が情報に

アクセスすることのできる機会を大幅に増加させているという点で高 く評

価できるであろう。市民はこのような公表制度を通 じて,大 気,水,生 物

多様性など自然に関する情報や有害物質の排出に関する情報といった行政

による規制の前提となるような,あ るいは規制の結果としてあらわれるよ

うな環境状態や汚染状況に関する情報,い わば巨視的な環境情報を入手す

ることができる。

さらにイギ リスでは,公 表制度の他に独自の環境情報提供手法として,

様々な環境関連法規が公的登録簿制度を導入 している。第2章 で検討 した

ように,こ の公的登録簿には許可などの申請についての情報や,付 与され

た許可などの詳細,審 査請求の詳細,モ ニタリング結果など多岐にわたる

情報が登録され,市 民はそれを無料で閲覧することができるのである。こ

の公的登録簿制度には,モ ニタリング結果のような大気や水などの汚染状

況だけでな く,許 可や同意などの規制活動に関する情報,つ まり環境行政

過程の情報が登録されている。これにより市民は汚染状況といった巨視的

な情報に加えて,公 表制度よりもより詳細な,事 業者単位での比較的限定

された範囲における,い わば微視的な環境情報を入手することができる。

つまり市民は公的登録簿か ら環境情報の中でも特に重要であると考え られ

る事業者や規制当局によるモニタリングなどによって得 られた環境状態や

汚染状況に関する情報と,汚 染規制のために行われる許可などの環境行政

過程の情報を両面か ら入手することが可能である。このようにイギ リスで

は,市 民や環境保護団体が公的登録簿を通 じて入手 した様々な情報を活用

することにより,よ り充実 したリスクコミュニケーションを実現すること

ができるのである。

わが国における代表的な環境情報の登録制度としては,廃 棄物の処理及
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び清掃に関する法律(以 下,廃 棄物処理法)の 規定がある。廃棄物処理法

8条4項 によると,都 道府県知事は政令で定める廃棄物処理施設について

の設置許可の申請があった場合には,申 請者の氏名 ・名称,施 設の設置場

所,施 設の種類,処 理する廃棄物の種類等を告示すると共に,申 請書等を

1ケ 月間公衆の縦覧に供 しなければならない㈹。また同法8条 の4は,廃

棄物処理施設の設置許可を受けた者に対 して,環 境省令で定めるところに

より,当 該許可に係る一般 廃棄物処理施設の維持管理に関 し環境省令で定

める事項を記録 し,こ れを当該一般 廃棄物処理施設に備え置き,当 該維持

管理に関 し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応 じ,閲 覧させ

なければな らない旨を規定 している。前者はイギ リスにおける免許登録簿

制度,後 者は公的登録簿制度に類似のものであると言える⑳。

このように,わ が国にも登録簿を通 じた市民に対する情報提供制度が規

定されているが,廃 棄物処理の領域について見てみると,イ ギ リスにおけ

る公的登録簿制度にはわが国の制度と比較 しても登録情報がより詳細に多

岐にわたって規定されており,市 民にとって利用 しやすいものとなってい

る。具体的に言うと,廃 棄物処理法8条 の4の いう環境省令である廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行規則4条 の7が,登 録情報として,主 に

様々な測定結果のみを規定 しているのに対 して,イ ギ リスの公的登録簿に

登録 される情報は廃棄物管理免許の申請の詳細や,付 与された免許の詳

(271)この規定 は,廃 棄物処理施設 の設置 に関 し付近住 民 との紛 争が増加 してい る

現状 に鑑み,産 業廃棄物 処理施 設の信頼 性 ・安 全性 を回復す る等の 目的か ら

定 め られ た もの であ る。村 田哲夫 「廃棄 物 問題 と情報 公 開」環 境法研 究24号

(1998年)20-21頁 。

⑳ 他 にも,わ が国で は土壌汚染対策法6条 がいわゆる指定 区域台帳の調整,保

管,閲 覧を定 めて お り,土 壌汚染 関連情報 が これ らを通 じて市民 に対 して提供

されて いる。 イギ リスにおける土壌汚染 に関する公 的登 録簿 制度 もこれ と類似

の ものであ る。
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細,モ ニタリング結果,審 査請求に関する詳細,訴 追の有無など多岐にわ

たっているのである。さらに,わ が国の場合にはこれ らの情報は廃棄物処

理施設に備え置 くこととされているのに対 して,イ ギ リスでは環境庁がこ

れ らの情報を一括 して所有 している上,イ ンターネ ットを通 じて複写を申

請することができるといった点か らも市民にとってより利用 しやすい制度

であると言える。

このように,イ ギ リスでは様々な環境関連法規が公的登録簿制度を導入

していることか ら,市 民や環境保護団体が自身のニーズに沿って,よ り容

易に幅広い情報を入手することができる。上述 したように,わ が国にも公

的機関による能動的な情報提供制度として公的登録簿制度と類似の制度が

存在するが,登 録される情報の内容という面でも,情 報が提供される手法

や情報提供が義務付けられている環境汚染の領域という面でもイギ リスの

公的登録簿制度に比べると不十分な部分が存在する。例えば,わ が国では

このような制度を通 じて情報提供が義務付けられている領域は少な く,大

気汚染防止法や水質汚濁防止法などの下での届出に関する情報については

公的機関によって能動的には提供されていない。これ らの情報を入手 しよ

うとする市民は,情 報公開法や情報公開条例を通 じた開示請求を行わなけ

ればな らないのである。このような情報開示制度を通 じて市民が一一定の情

報を入手するまでの手続は煩雑であり,時 間も費用もかかることとなる。

さらに先述 したようにすでに保有されている情報以外には住民は開示請求

することができない上,様 々な非開示情報が存在 しているという欠点があ

る。一方,イ ギ リスの公的登録簿には多様な環境汚染領域における許可申

請に関する情報やモニタリングに関する情報が登録されており,市 民は環

境庁のホームページにアクセスして,情 報の複写を申請するだけでそれ ら

の情報を入手することが可能である。すなわち,公 的登録簿制度の導入

は,様 々な環境汚染領域において市民が煩雑な情報開示請求を行わなけれ
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ばな らない状況を減少させることにも役立ち,結 果的に市民にとって非常

に有効な環境情報へのアクセス手段となるのである。

最後に,両 国における環境情報提供制度としてのPRTR制 度を比較す

る⑳。わが国の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律(PRTR法)は 「事業者による化学物質の自主的な管理

の改善を促進 し,環 境の保全上の支障を未然に防止すること」を目的とし

ており,行 政が化学物質にかかる環境政策を立案する基礎となる環境情報

の 提 供 を 重 視 して い る(27D。一 方,イ ギ リスで は,同 国 に お け るPRTR制 度

である 「汚染目録」の目的として,環 境庁が 「①地域別あるいは全国にお

ける産業及びその他の汚染発生源についての情報を市民に対 して提供する

⑳ 本稿 ではイギ リスにおけ る制度 との比較 のみを行い,PRTR法 の詳細 な ど

につ いて は多数存在す る先行研究 に委 ねる こととする。 なお先行研究 として主

に以下の ような ものが挙 げ られ る。大塚直 「PRTR法 の法的評価」(以 下,大

塚 「PRTR法 」 と引 用)ジ ュ リス ト1163号(1999年),同 「化 学 物質 管 理 法

(PRTR法)と 企業 の自主的取組 ・情報的手法(上)・(下)」(以 下,大 塚 「化学

物質管理法(上)」 と引用)法 学教室322,323号(2007年),環 境庁 環境 保健部

環境安全課 「特定化学物質 の環境へ の排 出量 の把握等及 び管理 の改善の促進 に

関す る法律 につ いて」ジュ リス ト1163号(1999年),黒 川哲志 「環境規制 にお け

る リスクコ ミュニケー シ ョン」阿部泰隆 ・水野武夫編 「環境法 学の生成 と未来 ・

山村恒年先生古稀記念論集」(信 山社,1999年),黒 川 ・前掲 注⑩,織 朱実 「環

境情報公開 とPRTR制 度 の国際的動 向」資源環境対策34巻1号(1998年),小

幡雅男 「自治体の化学物質管理指針 ・情報公開制度 とPRTR法 」判例 タイム

ズ1013号(1999年),高 橋滋 「環境 リスクと規制」森島昭夫 ・大塚直 ・北村喜宣

編 『環境問題の行方」(有 斐 閣,1999年),中 杉修身 「化学物質 対策法の現状 と

課題」『環境問題 の行方」(有 斐 閣,1999年),山 本元治 「地方 自治体 のPRTR

法への対応」季刊環境研究116号(2000年),浦 野紘平 「PRTR制 度のわが国で

の経緯 と意義」季刊環境研究116号(2000年),早 水輝好 「PRTR法 の概念 と今

後 の取 り組 み」 季刊 環境 研究116号(2000年),角 田季 美 枝 「NGOか らみた

PRTR制 度」季刊環境研究116号(2000年),福 島健彦 「第1回PRTRデ ー タ

の概要 と今後の活用方策」環境情報科学32巻2号(2003年)等 。

⑳ 大塚 「PRTR法 」 ジュ リス ト1163号(1999年)116頁 。
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こと,② 環境保護のための規制に役立てること,③ 政府が国内及び国外に

おける公約や義務を果たすのに役立てること」を挙げていることか ら,わ

が国と同 じく環境政策の立案のための環境情報の提供 という側面に加え

て,市 民に対する情報公開の促進をも主要な目的として掲げていることが

分かる。

わが国におけるPRTR法 の問題点 としては,環 境 リスクに関す る情報

の国民への提供の観点が重視されていない点が指摘されている⑳。わが国

ではPRTR法10条 が規定するように,個 別事業所の届出事項のファイル

記載事項の公開については市民による請求に基づ くことが前提となってい

るが,PRTR制 度の情報的手法としての意義をより強化するために,個 別

事業所の情報を開示請求に委ねるのでな く,全 て公表することが望ましい

と考えられているのである㈹。これに対 して,市 民への情報提供を同制度

の主たる目的の1つ として考えているイギ リスでは,個 別事業所に関する

情報も含めた 「汚染目録」が環境庁のホームページを通 じて無料で公開さ

れており,市 民は,郵 便番号,地 域名,年 度,業 種,環 境媒体など様々な

点か ら検索することによって,個 別事業所ごとの排出の実態を容易に入手

することが可能になっている。

お わ り に

本稿は,イ ギ リスにおける公的機関の保有す る環境情報の公開につい

て,特 に公的機関による能動的な情報提供制度の1つ である公的登録簿制

度を中心に検討 してきた。

⑳ 同 上120頁 。

㈹ 大 塚 「化 学 物 質 管 理 法(上)」 法 学 教 室322号(2007年)85-86頁 。
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イギ リスでは,環 境情報の秘密性が重視 された時代を経て,RCEP勧 告

や市民や環境保護団体による活動を受け,様 々な環境関連法規が公的登録

簿を導入 し,市 民が無料でそれを閲覧することのできる制度を構築 した。

その後,オ ーフス条約やEU指 令といった国際的な動向を契機に2004年 環

境情報規則⑳が制定 され,公 的機関の保有する環境情報について市民が開

示請求をすることができるようになったが,こ の公的登録簿制度こそがイ

ギ リスにおける環境情報公開の中心的な制度であると評価されている。

公的登録簿には,モ ニタリングなどによって収集された水や大気など規

制の前提になるような,あ るいは規制の結果としてあらわれるような環境

状態や汚染状況に関する情報と,規 制当局による許可や同意など環境行政

過程の情報との両面か ら登録されており,同 制度は環境 リスクを判断する

上でも,規 制当局の活動を監視する上でも非常に有意義なものである。こ

の公的登録簿と環境情報を広 く公表する 「汚染目録」や 「国立大気汚染目

録」を活用することによって,イ ギ リスでは市民や環境保護団体が巨視的

な面か らも微視的な面か らも環境情報を容易に入手することができるので

ある。

それでは環境情報を積極的に市民や環境保護団体に提供する意義につい

てイギ リスではどのように考え られているのだろうか。StuartBell&

DonaldMcGillivrayは 以下の3点 を挙げている。第1に,市 民が公的登

録簿制度を通 じて環境情報にアクセスし,規 制当局による環境行政過程に

関する情報を入手することにより,規 制当局による汚染規制の効率性を監

視する役割を担っている鱒。効率性の監視は,規 制活動の基準作成 に役立

ち,さ らにこれが新 しい法規則の導入や非効率的な現行法の改正につなが

⑳EnvironmentalInformationRegulation2004.

㈹SeeStuartBell&DonaldMcGillivray,op.cit.,p.296.
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り,ま た,現 行法に基づ く規制が目的を達成するよう確保するために用い

られるのである。

第2に,規 制当局による環境行政過程に関する情報の提供は,汚 染物質

を排出する事業者の活動を改善す る役割を果たす四。公的登録簿には汚染

者の身元,住 所,汚 染の程度についての情報や,許 可や同意に関する情報

などが含まれているため,市 民はこれ らの情報を入手することによって事

業者が環境関連法規を順守 しているかどうか,あ るいは事業者が汚染物質

の排出量を許可当時に比べて増加させていないかを判断することができ

る。これにより,市 民や環境保護団体は規制当局を監視するだけでな く,

事業者の活動に対 しても規制をかけることが可能になる。事業者は,排 出

基準値を辛うじて充足するような,限 度に近い量の排出を行っていること

が多いが,情 報を入手することにより,そ こか ら更なる改善を求めて事業

者に対 して圧力を加えることができるのである。

第3に,公 的登録簿に登録されるモニタリング結果などか ら得 られる環

境状態や汚染状況についての情報を入手することによって,市 民は環境 リ

スクに関する情報を得ることができる脚。情報を広 く市民に提供すること

は,環 境 リスクについての活発な議論を可能にし,結 果的にリスクの削減

につながるのである。さらに汚染状況について知ることによって,す でに

行われている規制の効率を知ることもできる。

このようにイギリスでは,公 的機関の保有する環境情報の公開,特 に市

民か らの請求を経ずに行われるような公的登録簿制度などを通 じた公的機

関による能動的な環境情報の提供が環境保護のためには重要であると考え

られている。開示請求という煩雑な手続きを経ずに市民に対 して公的機関

(279)Ibid.

(280)Ibid.,p.297.
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の保有する情報を広 く提供することによって,市 民は容易に情報を入手す

ることができ,環 境 リスクに対する認識が高まることとなる。そ して,さ

らにそこか ら充実 したリスクコミュニケーションが実現され,結 果として

環境 リスクを適正に規制するシステムの促進につながると考えられるので

ある。つまり,こ のような情報提供こそが環境行政の適法性確保機能を市

民に委ねるための一一手段として重要であると言える。

とは言え,「情報の氾濫 は情報に対する国民の感受性を損ねてしまいが

ちであり,本 当に必要な情報が的確に分か りやす く国民に伝わる仕組みを

工夫することが重要である」⑳と指摘 されているように,公 的機関の保有

する環境1青報を市民に積極的に提供することが適切な環境行政を妨害する

おそれもある。公的機関の保有するあらゆる情報を広 く市民に提供するの

ではな く,提 供する情報の取捨選択についてもより慎重な検討が必要であ

るし,情 報をただ提供するだけではな く,情 報を入手 した市民と規制当局

と間での リスクコミュニケーションを充実させることが環境行政に対する

妨害を避けることとな り,真 の意味での環境保護のための市民参加の実現

に必要不可欠である。

また,イ ギ リスにおいては,公 的登録簿のような能動的な情報提供こそ

が環境1青報公開の中でも中心的な制度であると評価されているが,こ のよ

うな制度のみを充実させても市民参加の観点か ら不十分であると考えられ

る。環境保護のための市民参加を実現するためには,情 報提供制度では入

手することができないような情報に市民がアクセスする手段も同時に構築

する必要がある。わが国では情報公開法や情報公開条例が,イ ギ リスでは

2004年 環境情報規則が市民か らの請求に基づ く環境情報の開示制度を導入

(281)黒 川 ・前 掲 注 ⑩26-27頁 。
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しているように,ま ず何 らかの環境1青報提供制度を整備 し,そ こで入手す

ることのできないような情報については市民が公的機関に開示請求を行う

という2段 階システムの整備が重要なのである。

わが国においても環境保護のための市民参加制度及び環境情報公開制度

の更なる充実が必要であるが,そ のためには,本 稿で検討 したように,

オーフス条約の第1の 柱である環境1青報へのアクセス権を促進 しようとす

るイギリスにおける環境1青報提供制度の動向にこれか らも注目していくと

同時に,後 の課題として,イ ギ リスにおいてオーフス条約の批准後急速に

整備された,市 民の請求に基づ く環境1青報開示制度の動向にも注目する必

要があると考え られる。
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